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緒言

北海道演習林は，創設（1899（明治32）年）以来，汎針広混交林帯の森林生態系に関する包括

的な教育研究とこれをフィールドとする天然林施業に関する大規模な実験を継続してきた。110

年を超える時間の経過のなかで，北海道演習林における経営案は1907（明治40）年に始まる第一

期施業案から現在の第12期試験研究計画（2006（平成18）〜 2015（平成27）年）に至るまで連

綿として現在に至り，この間，一貫して天然林施業を継続してきたということができる。その過

程で，風害と山火事による大規模な攪乱を受けるとともに，森林経営の枠組みである林地の編入

と貸下や譲渡による管理地の変化を経験してきた。1952（昭和27）年には高橋延清により森林経

営における研究を指向した方向性と利用事業縮小を前提とした育成林業の重要性が打ち出され，

第８期計画（1958（昭和33）〜 1967（昭和42）年）より本格的に実施された「林分施業法」に

よる確固とした森林経営により，原生林がもつ「過熟」な林相から脱却して天然林施業を軌道に

乗せるとともに，山火事跡の天然更新の順調な進展を確認しつつ人工林造成を終了させている。

さらに，1981（昭和56）年の風害による攪乱を克服して林分蓄積においては風害以前の水準に回

復しつつある。その間の成果は汎針広混交林帯の森林生態系の管理の在り方として高く評価され，

北海道における森林管理の指導的な役割を果たしてきたといえる。また，森林経営学・樹病学・

樹木の遺伝・育種学・森林生態学において研究成果も豊富である。

1990年代以降，国立大学を巡って，大学院重点化や法人化による制度の変遷を経て経営効率化

や成果主義にさらされ，大学の附属施設である演習林においても予算や人員の面で新たな制約を

課されている。北海道演習林をリードしてきた林分施業法は，経験を積んだ多くの優秀な技術職

員の精密な林分成長量調査・選木作業・伐木造材作業・路網管理作業・育成作業とさまざまな森

林管理上の問題解決能力により支えられてきたといっても過言ではないであろう。北海道演習林

は，今後も林分施業法を堅持していくことに変わりはないが，経営効率化や成果主義による制約

条件にも柔軟に対応する形で新たな技術の導入や組織の自己変容を目指すものである。さらに，

一方で，グローバル経済による制約条件として木材市場の縮小と国内林産業界の衰微の傾向によ

り林業の低迷に先が見えない状況が続く中で，他方，気候変動をはじめとする環境要因の変動に

より，森林生態系そのものの基盤が予測不能な不安定要因による影響を受け始めている。

以上のような北海道演習林における自然環境や社会環境の変化に対応すべく，教育研究課題を

「汎針広混交林帯における森林生態系の持続的・順応的管理」として林分施業法をさらに広範な

対象に向き合う概念として再考しようとするものである。

北海道演習林第12期試験研究計画（2006（平成18）〜 2015（平成27）年）の半期を終了した

段階で，基本は踏襲しつつも，全演的な教育研究計画に歩調を合わせて，北海道演習林第13期教

育研究計画（2011（平成23）〜 2020（平成32））をここに策定するものである。
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第１章　現況と総括

第１節　北海道演習林の現況

（１）森林の概況

（ａ）地況

北海道演習林は十勝岳連峰の南西に続き，北海道のほぼ中央，北緯43°10′〜 20′，東経142°

18′〜 40′に位置する（図２−２−１）。演習林の北東端に標高1,459m，林内最高峰の大麓山があ

り，布部川と西達布川が西流して分水界が演習林を東西に走り，林域を南北に二分している。こ

の２つの河川は空知川の支流であり，それぞれ布部と東山で空知川と合流する。最低標高は布部

の190mで全域の標高差は1,269m，平均標高は551mである（図２−２−２）。

気象は日本海地方の気象に支配されることが多く，気象区分では西北北海道に類別される。演

習林南西端の山部樹木園（標高230m）における８年間（2001（平成13）〜 2008（平成20）年）

の年平均気温は6.3℃で，最高極値35.1℃（2007（平成19）年），最低極値−26.8℃（2003（平成

15）年）が記録されている。気温の日較差，年較差が大きく，寒暖の差が激しい内陸性気候を呈

する。同じく山部樹木園における年平均降水量は 1,210mm，最大積雪深平均83cm，根雪期間は

11月下旬から４月上旬で積雪日数平均は143日である［積雪観測は山部事務所前］。

地質は，上部ジュラ〜白亜系（1億5,000万〜 6,500万年前の地層）の基盤岩類と，それらを不

図２−２−１．北海道演習林の位置（ALOSS衛星画像と行政区および北海道演習林）
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整合に覆う最上部鮮新統以上（270万年前〜現在の地層）の十勝連峰火山噴出岩類に大別される。

基盤をなす上部ジュラ〜白亜系は，日高類層群，空地層群，蝦夷層群に区分され，それぞれ南北

に延びる帯状の配列を示す。これらは主に西部と南縁部に露出するがその他の大部分の地域は火

山性噴出物である十勝岳溶結凝灰岩に広く覆われている。十勝連峰火山噴出物岩類は，下位の十

勝溶結凝灰岩と上位の大麓山溶岩に区分される。十勝溶結凝灰岩は，第三紀末の鮮新世末から第

四紀更新世初期にかけて噴出した流紋岩〜デイサイト質の火砕流堆積物で，帯広から旭川に及ぶ

面積を覆っている。この火砕流堆積物は全層厚が600mに達し，十勝連峰における最も初期の噴

出物である。演習林では傾斜のなだらかな火砕流台地を形成している。大麓山溶岩は大麓山頂を

中心とした演習林北東部にのみ分布する。この溶岩は紫蘇輝石普通輝石安山岩で，原始が原溶岩

や富良野岳溶岩と同様，古期十勝火山群の噴出物である（図２−２−３）。

森林土壌は標高による気候の違いから生成を異にする山岳黒色土，ポドゾル，暗色森林土，褐

色森林土の土壌型が現れる。このほか局所的条件の影響を受けて生成される低湿黒色森林土，グ

ライ森林土，岩屑森林土が凹地や沢沿いに見られる。山岳黒色土は，標高800m以上の森林限界

付近で発達している。ポドゾルは，標高500m 〜 800mの凸状地形や傾斜地の縁にみられるが，

700m以上の針葉樹林の一部に地形によらず弱度のポドゾルがみられる。シャクナゲ，ツツジ類

が指標的に現れる。暗色森林土は，標高500m 〜 800mに現れ，針葉樹林が形成されているとこ

ろの典型的土壌である。褐色森林土は標高600m以下の傾斜地に普通にみられる。低湿黒色森林

土は波状地形の凹地と沢沿いに広く発達し，沖積土を主な母材とする。

（ｂ）林況

気候帯の上では冷温帯から亜寒帯に属し，林相は広葉樹林，針広混交林，針葉樹林の３種に大

別されるが，その大部分は冷温帯から亜寒帯に至る移行帯に成立する針広混交林によって占めら

図２−２−２．北海道演習林の地形



72 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林

れている。演習林内および境界付近で確認された高等植物（維管束植物）は，117科417属942種（う

ち18亜種，176変種，24品種），うち木本類は，針葉樹が４科６属８種（うち３変種），広葉樹が

40科82属175種（うち５亜種，37変種，９品種），シダ類は15科31属83種（うち11変種），草本類

は58科298属676種（うち13亜種，125変種，15品種）となっている。主要樹種を資源量の多い順

にあげると，針葉樹はトドマツ，エゾマツ，アカエゾマツ，イチイ，広葉樹はダケカンバ，シナ

ノキ，イタヤカエデ，ウダイカンバ，ミズナラ，ニレ類，ハリギリ，ホオノキ，アサダ，カツラ，

ヤチダモ等である。

垂直分布は，低地から高地に向かって，標高300mまでの河岸，沢沿い，平坦地にはヤチダモ，

ハルニレ，ケヤマハンノキ，ヤナギ類等を主とした広葉樹林があり，標高300 〜 600mの山腹斜

面にはトドマツ，広葉樹混交林もしくはトドマツ，エゾマツ，広葉樹混交林が見られる。標高

600 〜 800mには，エゾマツ，トドマツ，ダケカンバ混交林が現れ，さらに上部になるとエゾマツ，

アカエゾマツ，ダケカンバの疎林，ハイマツその他の高山植物地帯となる。このほか1911（明治

44）年の山火事跡に生じたウダイカンバを主体とする再生林が代表的林相である。林床の大部分

はササが密生して更新の障害となっており，標高700m付近を境に，下部はクマイザサ，上部は

チシマザサが繁茂している。

（ｃ）保安林・自然公園等

保安林は2010（平成22）年12月現在，水源涵養保安林として布礼別川・布部川・オンコ沢流域

図２−２−３．北海道演習林の地質（道立地下資源調査所1961）
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の急峻地（3,564ha），麓郷本沢・大沢流域，岩魚沢・奥の沢を含む西達布川流域（9,911.45ha, 

1985（昭和60）年指定，うち2005（平成17）年までに4.6ha指定解除），土砂流出防備保安林とし

て第１作業級で西達布川流域の急峻地（3.98ha, 1985（昭和60）年指定）がある。保安林におい

ては，指定施業要件に定められた範囲で適正な森林施業の推進に努め，保安林機能の向上に努め

ていく。2004（平成16）年大学法人化を受け，演習林の森林は森林法第５条の適用対象森林となっ

た。これにともない保安林内の伐採・作業行為等は従前の「協議」から「許可」となり，森林法・

同施行規則に基づき適正に行っていく。なお，保安林以外の森林についても同法第10条の２にも

とづき，開発行為を行う際は「許可」の対象となる（図２−２−４）。

自然公園としては，1955（昭和30）年76・77・82・87林班654.51haが北海道自然公園条例第３

条の規定により道立富良野芦別自然公園第３種特別地域の一部に指定された。指定地域には樹木

園・外来樹種見本林・苗畑等が含まれ，これらの周辺天然林を一体化した自然公園としての利

用・拡大を図るため，自然景観の維持増進には十分留意し，諸施設の整備・充実を進める。立木

竹の伐採など同条例第10条第４項に示された行為を行うときは，北海道知事と協議し，一部保安

林と重複するところは森林法・同施行規則に基づき「許可」の対象となるため十分留意すること

とする。

図２−２−４．北海道演習林の保安林
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その他，奥地林を中心に10,989haが鳥獣保護区，うち91林班C小班の原生保存区45haが特別保

護地区に指定されている（2005（平成17）年北海道告示第1710号で2025（平成37）年まで再設定）。

鳥獣保護区では鳥獣を捕獲禁止して保護するのみならず，野生鳥獣の生態・生育状況とその環境

要因に関する調査が行われている（図２−２−５）。

（２）組織と資産

（ａ）管理組織

2011（平成23）年４月１日現在，定員内32名，短時間勤務有期雇用職員10名，合計42名が配置

されている。管理組織は北海道演習林長のもと教育研究・事務・技術の３部門よりなる（図２−

２−６）。

（ｂ）管理拠点および施設

管理運営の拠点として，山部地区に山部事務所と山部樹木園を，麓郷地区にセミナーハウスと

森林資料館をおいている。山部事務所は教育研究ならびに管理運営の本拠地として機能している。

教育研究拠点として講義室，実験室を備えている。山部樹木園はさまざまな樹種の見本林の管理

や主要針葉樹の植栽用苗木の生産を行い，実験室・温室を備え樹木の遺伝育種研究や育苗に関す

特別保護地区

図２−２−５．北海道演習林の道立自然公園・鳥獣保護区
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る補助的な研究を実施可能な施設となっている。実習・研修施設であるセミナーハウスは，森林

資料館と学習室および宿泊施設が備えられている。また，旧東山作業所は，各種重機，スノーモ

ビルの車両基地，育林・造材作業に用いる機械類の保管庫として活用している。

教育研究および森林管理を支える基盤として，林内全域に林道網を整備している。この林道網

は幹線林道，経営林道，作業林道の３種からなり，2011（平成23）年４月１日時点で計934kmが

配置されている。幹線林道とは演習林全域を結ぶ路線で，森林と市場を効率的に連結し，林道網

構成の根幹をなす路線である。利用対象区域は複数施業区を包括し，除雪により通年にわたるト

ラック運送が可能であるばかりでなく，マイクロバス等の乗り入れも可能な恒久施設である。11

路線延113.9kmである。経営林道は，幹線林道または公道から分岐して施業区内に入る路線で，

施業区内の経営・管理上の枢要部を占める路線である。利用対象区域は複数の林班を包括し，除

雪により通年にわたるトラック運材可能な恒久施設である。81路線延370.6kmである。作業林道

は経営林道，幹線林道から分岐して林地内に入る林道で，木材搬出作業，育林作業での使用を目

的として作設する路線である。利用対象区域はおおむね林班単位である。回帰年ごとに使用され

るトラック道であるが，冬季運材可能な低コスト路線でもある。総延長は449.1kmである。

（ｃ）資産

2004（平成16）年からの国立大学法人化に伴い，大学の土地，立木および建物は国から出資（現

物出資）を受け，東京大学の資産として管理している。土地資産の現況を表２−２−１に示す。

図２−２−６．北海道演習林の管理組織
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表２−２−２は国立大学法人化の際に外部委託によって査定された立木資産である。一方，表

２−２−11の第13期仕組表（後掲）に記載された立木量（蓄積）は，施業実験における林況蓄積

調査を集計して算出したものである。森林管理実行計画立案に際しては，林況蓄積調査に基づく

数値を用いることとする。

建物資産については（表２−２−３），情報通信の高度化と交通事情が改善されている現在，

運営の効率化のために諸施設の集約的有効利用を図る必要がある。研究・実習等の利用者が宿

泊・研修する施設も老朽化が進んでいる。職員宿舎は満度に近く利用されているが，職員の異動

や採用に対して今後も必要数を維持するとともに，老朽化に伴う設備構造を改善していくことが

望まれる。

車両・重機機械類を表２−２−４に示す。林内において，施業実験，教育，研究活動を効率的

に推進するため車両の利用は不可欠である。重機機械は14台保有しており，林道作設・改良・維

持，直営生産集材・造材，造林用地拵・地がき，苗畑耕転，除雪等に使用されている。必要に応

じてレンタルも利用してコスト節減に努めているが，車両・重機機械は日常満度に利用されてお

り，今後も老朽化車両の更新を計画的に行う必要がある。

第２節　第12期試験研究計画の総括

（１）研究

表２−２−１．北海道演習林の土地資産の現況（2011（平成23）年４月１日現在）

表２−２−２．北海道演習林の立木資産の現況（2011（平成23）年４月１日現在）
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第12期計画では林分施業法の継続に主眼をおいて，従来の研究課題を１）北方林を対象とした

持続的森林経営のための施業実験，２）遺伝子資源の保全管理と天然樹種の生態遺伝特性の解明

および森林環境モニタリング，３）森林資源を基盤とした地域社会および経済システムの研究，

の３大課題のもとに整理しなおした。同時に，広葉樹が優占する林分の施業方法，奥地エゾマツ

林の持続的な施業システム，森林施業が生物多様性に及ぼす影響評価，鉱山跡地の緑化など，施

業上の新たな問題に対処するための研究課題を打ち出した。計画期間の中途であること，人員不

足に加えて実行体制が未整備であったこと，明確かつ具体的な実行計画が立案されなかったこと

などから，全体として必ずしも十分な取り組みを行い得たとは言い難いものの，各課題の成果の

概要は以下の通りである。また，第12期計画期間中の論文等発表件数を表２−２−５に，受け入

れた外部資金を表２−２−６に示した。

（ａ）北方林を対象とした持続的森林経営のための施業実験

森林構造の定量化とともに長期動態を観測するため，前山および岩魚沢保存林内の各大面積長

期生態系プロットにおいて測定を継続し，両プロットの15年間の動態を明らかにした。前山プロッ

トではさらに稚樹の更新状況を調査し，更新に果たす光環境や倒木の効果を検証した。また，森

林資源量・生産力と林分構造の定量化とモニタリングを継続するため，天然林施業試験地の測定

を通じて資料を蓄積した。

ミズナラやウダイカンバなど広葉樹主体林分における施業方法を確立するため，サントリーか

らの奨学寄附金を受けて天然林内のミズナラ大径木（胸高直径40cm以上）を調査し，踏査面積

約11,000ha，個体総数32,000本の胸高直径，枝下高，形質，個体環境等を記録するとともに，個

体位置図を作成した。さらに，更新，枝打ち，密度調整などミズナラ大径木育成技術の基礎資料

を得る目的で，全域の過去に行われた播種造林地の成績を調査するとともに，除伐・枝打ち試験，

地拵え法を異にした播種試験等を開始した。また，1911（明治44）年山火事跡二次林においてウ

ダイカンバ大径優良材生産を目的とした間伐試験を継続し，樹冠発達，直径成長，枯死率減少に

ついて明らかにした。同二次林は後継樹の発生が極端に少ないため，階段状地拵え等の更新補助

実験も行い，実生の発生について成果を得た。

森林施業が生物多様性に及ぼす影響を評価するため，天然林施業試験地のデータを解析した結

果，これまでの択伐施業方法は樹種多様性の維持に効果的であったと考えられた一方で，施業に

伴うエゾマツなど特定樹種個体群の衰退も示唆された。

高標高域のエゾマツ・ダケカンバ帯における持続的施業の参考に資するため，帯状皆伐地の一

部で全樹種全木の個体位置図を作成し，円板を採取して年輪と針葉樹の樹高成長を解析し，奥地

天然林の成長と更新の実態を明らかにした。また，エゾマツの天然更新補助作業を確立するため，

種々の更新補助処理を行った林床への播種試験を行い，有効な処理について検討を加えた。
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人工林において天然更新を促進し，天然林へと誘導する施業技術の確立を目指して，ヨーロッ

パトウヒおよびストローブマツ人工林内にそれぞれ試験地を設け，間伐後初期の天然更新状況を

明らかにした。また，低標高域のエゾマツ造林地でウダイカンバが更新して混交林化することを

見出した。

風害後の森林形成過程について，東京大学AGS研究会からの助成を受け，風害後27年が経過

本館

表２−２−３．北海道演習林の建物資産の現況（2011（平成23）年４月１日現在）
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表２−２−４．車両・重機機械類内訳

表２−２−５．第12期計画期間中に北海道演習林を利用して行われた研究発表等の件数
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した林分の植生回復状況を明らかにするとともに，森林の炭素貯留機能向上の観点から，地がき

や植栽といった更新促進施業によって樹木・ササ類の植生バイオマスを最大化する方法を検討し

た。

野生大型動物の定量的把握と被害防除を目的に，近年個体数の増加に伴って農作物や森林樹木

への被害が大きな問題となっているエゾシカについて，被害対策の基礎となる個体数モニタリン

グを秋期のライトセンサスと積雪期の足跡調査により2007（平成19）年から継続的に実施した。

この結果，生息数・生息域やその経年変化，防鹿柵の効果等を明らかにした。

表２−２−６．第12期計画期間中に受け入れた外部資金
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また，択伐施業が天然林の林分構造に及ぼす影響を評価するため，択伐施業林と無施業林の林

分構造や更新状況を比較したほか，演習林全域の択伐林分における立木本数や林分蓄積，樹種・

径級構成の長期的な変化を調べた。林分施業法における林分区分の作業基準を明示するため，択

伐林分と補植林分の種組成や立木のサイズ・本数の違いを明らかにするとともに，選木技術を具

体的に明示するため選木試験を行い，伐採木の特徴（樹種，サイズ，形質・健全性，空間分布）

を分析した。

さらに，過去50年間の施業実験を通じて記録・蓄積された長期的かつ大面積にわたる森林情報

を総合的に管理・活用するため，林小班界，地形・地質，気象，植生，オルソ空中写真・ALOS

衛星画像，施業情報（林分区分，造林地位置，標準地位置），長期生態系プロット，天然林施業

試験地，気象水文観測地点，のGIS（地理情報システム）データを整備した。また，森林測量・

調査手法の省力化に資することを目的に，林内におけるGPSの測位精度やGPSを用いた収穫木探

索の効率性，林況調査におけるレーザーコンパスの利用可能性を評価し，GPSとレーザーコンパ

スによる測量を実用化した。

その他，45 〜 93年生のエゾマツ人工林において生育状況を調査し，エゾマツ資源の回復策と

しての人工造林の有効性について検討した。

（ｂ）遺伝子資源の保全管理と天然樹種の生態遺伝特性の解明および森林環境モニタリング

主要樹種の繁殖生態と遺伝的多様性について，DNAマーカーを用いた解析を精力的に行い，

ウダイカンバ，トドマツ，アカエゾマツなどで集団ごとの遺伝的変異を明らかにした。また，ト

ドマツの種子散布実態と散布距離を明らかにした。さらに，トドマツやアカエゾマツの標高や環

境に対する適応実態を明らかにし，採種・植栽上有益な知見を得た。

更新様式の解明について，択伐施業天然林内におけるトドマツ更新木の分布と立地環境との関

係を明らかにした。また，広葉樹択伐施業技術の確立のために不可欠であるものの未だ不明な点

が多い広葉樹類の更新機構を明らかにするため，ミズナラ伐採後のミズナラ稚樹の更新とその後

５年間の成長を，光環境との関係から明らかにした。また，シナノキとオオバボダイジュの萌芽

更新特性について2006（平成18）年から継続して調査している。

優良天然遺伝子資源の保全，気候変動にともなう植生動態メカニズムの解明，などの課題も掲

げられたが，具体的な取り組みはなかった。

（ｃ）森林資源を基盤とした地域社会および経済システムの研究

林産物の付加価値形成に関連して，100年生カラマツ人工林の成長経過を明らかにし，長伐期

化の可能性について検討した。また，広葉樹素材の高価値化を図るため，直営で生産したダケカ

ンバの採材試験を実施した。さらに，銘木市に出品した広葉樹素材の採材部位・形状と落札価格

との関係を分析した。

林産物の流通機構整備システムの開発，森林の保健休養機能，演習林施設の社会教育的利用，
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森林を基盤とする地域文化振興，が課題として掲げられたが，具体的な取り組みはなかった。

その他として挙げられていた課題の成果は以下の通りである。

環境修復に関連して，ドロマイト採掘地跡の緑化に資するべく，王子木材緑化株式会社との共

同研究として石灰岩・ドロマイト地帯の森林植生と森林土壌を調査した。アスベスト鉱山跡地の

緑化のため，回復途上の植生構造や土壌環境の物理化学性を明らかにするとともに，緑化候補樹

種の播種・植栽試験を開始した。

渓流域の生態系を生物と環境，およびこれらの相互作用の面から流域単位で総合的に理解する

ため，水系総合調査として学内外各分野の専門家の協力も得ながら，演習林の全域および周辺の

水系で水温・水質・水量，および植物相・水生動物相を調査した。

菌類，昆虫，動物，植物の生物相互作用に関する研究が掲げられたが，具体的な取り組みはな

かった。

また，気象観測，水量・水質や植物季節現象に関するモニタリング，野ネズミの発生予察，野

生動物目撃記録，などの観測業務を遂行した。

以上のように，針広混交天然林の構造や蓄積・成長量については，施業林・非施業林ともに着

実に資料を蓄積し，その長期動態の把握が進んだ。中でも，択伐林分林相の定量的評価が進展し

たことの意義は大きいと考えられる。また，針広混交天然林における更新の実態について，特に

環境との関係から解析が進んだことも大きな前進であったと言える。しかしながら，広葉樹林や

高標高域の天然林における成長と更新の実態については，まだまだその解明は不十分であり，天

然更新促進技術の確立に向けて，今後さらなる資料の蓄積と研究の進展が必要である。また，菌

害や虫害，エゾシカ被害，さらには台風などの気象害といった，各種の攪乱および更新阻害の要

因を解析し，これらに対する森林の応答メカニズムを解明することの必要性も高まってきている

と考えられる。一方，主要樹種の生態遺伝特性の解明にも進展が見られた。今後，優良遺伝子資

源とともに生物多様性の保全，さらには気候変動下の生態系の動態なども視野に取り組みを進め

ていく必要があるであろう。

（２）教育

第12期計画では専門教育について特に目標や計画を掲げていなかったが，期間中，本学農学部

「森林動物学実験」（2006（平成18）〜 2007（平成19）年度），「森林政策学演習」（2006（平成

18）〜 2009（平成21）年度），「森林経理学実習」（2010（平成22）年度），本学大学院農学生命

科学研究科「フィールド科学総合演習（森圏管理学）」（2007（平成19）・2009（平成21）年度），「森

林圏流域管理学」（2010（平成22）年），本学大学院新領域創成科学研究科「生物環境学実習」（2007

（平成19）年度），「自然景観情報野外実習」（2008（平成20）・2009（平成21）年度），「持続的森

林圏経営論」（2008（平成20）年度），北海道大学大学院農学研究院「景域保全学実習」（2006（平
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成18）〜 2008（平成20）年度），等を受け入れ，支援を行った。また，帯広畜産大学畜産科学科

の研修を受け入れるほか，北海道帯広農業高等学校森林科学科，とわの森三愛高等学校獣医進学

コースの専門課程を支援した。その他散発的ながら，茨城大学理学部，北海道教育大学教育学部，

聖徳大学短期大学部，大阪女子大学理学部，東北芸術工科大学芸術学部，東海大学海洋学部，等

の各学部専門教育に協力した。

北海道演習林を利用して行われた卒業論文等の研究は，卒業論文12篇（うち東京大学３篇，帯

広畜産大学７篇，北海道大学１篇，広島大学１篇），修士論文10篇（うち東京大学３篇，帯広畜

産大学５篇，北海道大学１篇，京都大学１篇），博士論文２篇（うち東京大学１篇，名古屋大学

１篇）であった（2006（平成18）〜 2010（平成22）度）。

第12期計画で本学リベラルアーツの一翼を担うとした本学教養学部全学体験ゼミナールについ

ては，夏期に１件，2007（平成19）年度以降は加えて冬期に１件，計２件を毎年開催実施した。

中等教育については，本学教育学部附属中等教育学校の宿泊研修や，北海道札幌啓成高等学校

（文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業）等に協力した。第12期計画では小中学校の「総

合的な学習」にも協力するとしたが，具体的な取り組みはなかった。また，特に社会教育の観点

から森林・環境教育のニーズが高まり，体験教育の提供等に係る利用が増加すると見込み，その

際の問題点として教職員が削減される中での案内対応要員や移動車両・運転要員の確保，宿泊施

設・給食の許容量，安全対策などを挙げた。これまでのところ，森林・環境教育に関する利用希

望の急増はみられておらず，限られた人員配置の中で可能な限り受入と対応を行ってきたところ

である。

森林施業の実績の社会還元，林分施業法の普及と国際的評価を重要課題と位置付け，森林管理

実務者，企業等の森林環境教育の研修，国際セミナーの開催，アジア大学演習林コロキウムとの

連携，海外森林技術者の研修受け入れ，海外森林科学実習の受け入れ等の拡充を図るとした。森

林管理実務者の研修については毎年数多く受け入れて指導を行い，所期の目標を達成したものの，

国際化についてはJICA研修を受け入れるなど一部に取り組みを行ったが必ずしも十分とは言え

ない。

その他，第12期計画では教育研究利用に対応する宿泊・研究・実験等の施設や設備を国際的に

遜色のない水準まで充実させる必要性が述べられた。このうち自習室やIT設備には不十分なが

ら対応できたものの，全体的には実現には程遠いものであった。また，演習林が所有・管理する

膨大な過去の研究・業務資料や貴重な標本類を活用するべく，保管庫の確保とデータベース化を

進め，情報提供を行うとした。こちらについても整備は立ち遅れており，第13期以降の課題とし

たい。

（３）社会連携：地域社会との関係
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第12期計画では，市民公開セミナー，大麓山ハイキング登山会，子ども自然塾，市民文化活動

等の地域に根付いた行事の実績を積み重ねるとともに，神社山を利用した森林教育・社会教育の

整備充実が打ち出された。概ねこの方針に則って取り組みが行われてきたものの，この間，北海

道演習林と地域社会との間には，以下のような大きな変化があった。

2004（平成16）年に富良野市との間で締結された地域交流協定は，2009（平成21）年度末をもっ

て期間満了を迎え終了した。地域交流協定のもと2007（平成19）年に開設され，富良野市生涯学

習センターの協力を得て維持管理してきた神社山自然観察路は，営利業者による無断利用が明ら

かとなり，2009（平成21）年７月より無期限閉鎖とし，一般公開を取りやめた。

このような中，富良野市をはじめ地域社会との新たな関係を模索するとともに，地域貢献事業

の見直しを行う必要が生じている。

（４）森林管理

（ａ）森林区画

第12期は，小班の整理・統合に伴う一部小班の廃止と，地形や林道に基づく小班界の変更をそ

れぞれ行った。廃止した小班は次の３つである。３林班Ｄ小班，12林班Ｄ小班，93林班Ｃ小班。

また，次の各小班について小班界を変更した。３林班Ａ･Ｂ･Ｃ小班，12林班Ａ･Ｂ･Ｃ小班，13林

班Ａ･Ｂ小班，51林班Ｃ小班，90林班Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ小班，91林班Ａ･Ｂ小班，93林班Ａ･Ｂ小班。こ

のほか，101林班Ｂ小班のうち国道38号線の北側に跨いで位置する林地をＣ小班として新たに区

画した。なお，小班の表記はアルファベット小文字からアルファベット大文字に変更・統一した。

作業級区分では，第２作業級に含まれる林班のうち比較的低標高に位置しトドマツが優占する

６つ（21，22，46，47，50，98林班）の計1,457 haを第１作業級に編入した。これらの林班では

回帰年を20年から15年に短縮したことで，腐朽被害が顕著なトドマツを適期に収穫できる可能性

が高まるとともに，よりきめ細かな施業が可能になった。

（ｂ）施業実験林の管理

（ⅰ）森林資源

第12期の期首と期末における林種別面積・蓄積を表２−２−７に示す（附表２−２−４参照）。

施業実験林の面積は期間中に96ha増加した。施業対象区域での測量成果に基づいて林班区画を

更新したこと，特別試験林内の試験地廃止に伴い林地の編入があったことなどが主な理由である。

蓄積は期間中に261,000m3増加した。後述するように，伐採材積が純成長量の約３割にとどまっ

たことによる。ただし，このうち38%（99,000m3）が制限林の蓄積増加である。なお，期間中の

純成長量（蓄積増加量＋立木伐採材積）は，当初見込み（379,000m3）とほぼ同じ376,000m3

（75,000m3/年）であった。
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第１作業級では，針葉樹択伐林の面積が第12期の５年間で大きく減少した。一方，広葉樹択伐

林と前択伐林の面積は増加した。これは，第12期において林分区画測量をきめ細かく実施した結

果，広葉樹が優占する沢沿いの林地などを区分変更したのが一因である。また，これまでに択伐

施業を繰り返してきた林分の一部において針葉樹中大径木の再生産が十分に進まず，広葉樹や小

径木の比率が高まったために他の林種へ移行した可能性もある。一方，ha当たりの平均蓄積は

増えており，資源の量的な充実は進んだといえる。補植林，皆伐林分，山火再生林（皆伐）の面

積はいずれも減少した。後述するように第１作業級では林分改良をほとんど実行しなかったこと，

また制限林の面積が増えたことから，面積減少分の多くは制限林に編入されたと考えられる。期

末における補植林の面積は1,234haあり，第１作業級全体の10%を占める。これまで，補植林（分）

表２−２−７．第12期試験研究計画・森林資源総括表（2006（平成18）〜 2010（平成22）年度）
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に区分しながら補植作業を長期間実行してこなかった林分が多くあり，その解消が今後の課題で

ある。

第２作業級では，やはり針葉樹択伐林の面積が大きく減った一方で，補植林の面積が増加した。

本作業級の天然林はエゾマツが優占するため，天然更新が不良な林分も多い。そのため，前回施

業で択伐を実行した林分のうち，後継樹の確保が十分でない箇所を補植林に編入した。第１作業

級と同様，補植林における更新の促進が課題である。前択伐林の面積も増えているが多くはダケ

カンバの一斉林であり，放置しても林分の価値成長は望めないため，保育管理の方法を今後検討

する必要がある。風害林分と天然林地がき地の面積はいずれも減少した。天然更新の良好な箇所

を前択伐林に編入したこと，林分改良を積極的に進めたことが主な理由である。人工林と天然更

新補助造林地の面積は増加したが，若齢級の林分が主体であり，今後は保育作業を行う必要があ

る。

（ⅱ）立木伐採

第12期における年度別，林種別の伐採面積・材積を表２−２−８に示す。期間中の伐採面積は

3,168haの計画に対して2,765haの実行であった（実行率87%）。また，伐採材積は133,000m3を計

画し，116,000m3を実行した（実行率87%）。伐採面積・材積とも，全体として計画よりも低い実

行率にとどまった。純成長量の38%を伐採・収穫する計画であったが，実際に収穫したのは純成

長量の31%であった。

第１作業級（15年回帰）の針葉樹択伐林では，伐採面積・材積がそれぞれ1,488ha，60,000m3

の計画に対して1,244ha，42,000m3の実行であった。実行率がそれぞれ84%，71%と低かったのは，

林分区画の見直しに伴い針葉樹択伐林面積が減少したこと，低い伐採率（10 〜 13%）を採用し

た林分が多かったことが主な理由である。広葉樹択伐林における受託伐採面積・材積は，122ha，

2,800m3の計画に対して85ha，2,100m3を実行した（実行率70%，73%）。広葉樹択伐林の面積は期

間中に増えたものの，収穫適期と判断された林分は少なかったためである。補植林の改良に伴う

伐採面積・材積は，61ha，2,200m3の計画に対して9ha，700m3の実行であった（実行率15%，

31%）。第２作業級の補植林を優先して改良する方針としたため，第１作業級での改良計画はほ

とんど実行されなかった。山火再生林の伐採面積・材積は371ha，11,000m3の計画に対して

259ha，7,000m3の実行であった（実行率70%，61%）。広葉樹択伐林と同様，収穫適期と判断され

た林分が少なかったためである。人工林における間伐面積・材積は，54ha，9,000m3の計画に対

して180ha，15,000m3の実行であった。実行率が333%，169%と高くなったのは，初回間伐を実施

すべき林分が多数あったにもかかわらず，計画ではその見積もりが過小であったためである。

老節布施業区の山火再生林（７年回帰）では，伐採面積・材積がそれぞれ202ha，5,700m3の計

画に対して194ha，4,600m3の実行であった（実行率96%，81%）。山火再生林において立木密度調

整を目的とした伐採を数回行った結果，計画よりも低い伐採率を採用すべき林分が増えたため，
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実際の伐採材積が計画を下回った。同施業区の人工林（10年回帰）では，間伐面積・材積が

206ha，13,000m3の計画に対して165ha，10,000m3の実行であった。年度ごとの立木・素材販売額

を均等化するため2010（平成22）年度分の間伐を翌年度に繰り越した結果，実行率は80%，79%

と低くなった。

第２作業級（20年回帰）の針葉樹択伐林では，伐採面積・材積がそれぞれ589ha，24,000m3の

計画に対して427ha，14,000m3の実行であった。実行率が73%，56%と低かったのは，林分区画の

見直しに伴う択伐林分面積の減少，天然更新が不良なエゾマツ優占林分の伐採抑制，補植林の改

良実行に伴う収穫区域の振り替え（針葉樹択伐林→補植林）が主な理由である。補植林での伐採

は計画していなかったが，期間中に115ha，14,000m3を実行した。また，2008（平成20）年度に

計画外で３ha，260m3の人工林間伐を実行した。

その他，銘木市向けの広葉樹立木610m3，支障木970m3，障害木や薪材など2,340m3をいずれも

計画外で伐採した。

（ⅲ）更新保育

第12期における年度別，作業種別，直営・請負別の事業計画および実績を表２−２−９に示す。

地拵えは103haの計画に対して84haの実行であった（実行率82%）。毎年20ha程度の実行を予定し

ていたが，2008（平成20）年に苗畑で起きた晩霜害により苗木不足が生じたため，2009（平成

21）〜 2010（平成22）年度はやむを得ず実行面積を縮小した。なお，地がきによる天然更新補

助を計画外で３ha実行した。これは，ストローブマツ人工林の林分改良と針広混交林への誘導

を目的として，2006（平成18）年度に73林班D小班と75林班B小班で試験的に行ったものである。

植付けは106haの計画に対して91haの実行であった。やはり苗木不足の影響から実行率は86%と

やや低かった。下刈りは面積356haの計画に対して318haの実行であった。現地の状況から下刈

り不要と判断した箇所があったため，実行率は90%とやや低かった。つる切り・除伐・枝打ちは

面積236haの計画に対して126haの実行であった。主に2009（平成21）年度における予算上の制

約により，実行率は53%と計画を大幅に下回った。

（ⅳ）苗木生産

苗木生産は174,000本（うち50,000本は予備苗）の計画に対して116,000本を実行した（表２−

２−９）。実行率が67%と低かったのは，余剰苗が大量に発生したため目標生産本数を2007（平

成19）年度から年間35,000本に減らしたこと，2008（平成20）年５月の晩霜で甚大な被害を受け

ために以後の良苗生産が困難となったことが主な理由である。なお，生産した苗木の81%に相当

する94,000本を演習林内に植栽し，22,000本を販売または譲渡した。

針葉樹３種の樹種別苗木生産本数は，アカエゾマツ39,400本，トドマツ39,200本，エゾマツ

15,200本であった。第２作業級での林分改良が増える見込みであったため，当初はエゾマツの生

産比率を高める方針であったが，2008（平成20）年の晩霜害によってエゾマツが特に深刻な被害
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を受け，被害が比較的少なかったアカエゾマツの比率が高くなった。

広葉樹の苗木生産については，試験用苗木の小規模な生産，および樹木園・見本林の更新を目

的とした生産のみにとどまっている。

（ⅴ）素材生産

第12期における年度別の立木・素材販売計画および実績を表２−２−10に示す。期間中の素材

生産量は計画・実行とも12,700m3であり，全体としては計画どおりとなった。直営（伐倒・木寄

せ作業は請負）による素材生産は8,400m3の計画に対して8,600m3の実行であった（実行率103%）。

第２作業級の天然林を中心としてほぼ計画どおりに実行できたが，2010（平成22）年度は作業適

地の不足と人員削減の影響から生産期間を短縮したため，35%の実行率にとどまった。老節布施

業区の山火再生林（７年回帰）では，請負による3,800m3の計画に対して3,500m3を実行した。実

際の伐採材積が計画を下回ったために90%と低い実行率にとどまった。委託販売向けの広葉樹優

良木は440m3の計画に対して280m3の実行であった。年度ごとの立木・素材販売額を均等化する

ため委託販売量を調節した結果，実行率は63%と低くなった。その他，計画外として危険木処理

など330m3の素材生産を実行した。

（ⅵ）立木・素材販売

期間中における立木と素材の販売総額（表２−２−10）は，547,000,000円の計画に対して

590,000,000円の実績であった（実績率109%）。立木の販売額は186,000,000円の計画に対して

294,000,000円の実績となった（実績率159%）。天然林材の販売材積は計画よりも少なかったが，

天然林材・人工林材ともに販売単価が見込みを大きく上回った結果，販売額は計画よりも多く

なった。素材の販売額は362,000,000円の計画に対して296,000,000円の実績となった（実績率

82%）。直営生産・請負生産ともに素材販売材積と販売単価はほぼ計画どおりであったが，年度

ごとの立木・素材販売額を均等化するため委託販売量を計画よりも減らしたことで，販売額は計

画に比べて少なくなった。また，委託販売の単価は見込みを下回っており，今後の木材市況の動

向を注視していく必要がある。

（ⅶ）主な成果と課題

第12期試験研究計画では，それまでの林分施業法の基本原則を継承する一方，施業実験の過程

で顕在化してきた本質的な問題を長期的視点に立って見直すこととした。以下では，第11期計画

からの主な変更点を中心として，５年間の施業実験を通じて得た成果と今後取り組むべき課題に

ついて総括を行う。

課題１　細分化・複雑化した林種区分を整理し，新たに７区分に再編する

第12期には，第11期に「択伐林分」とした林分のうち次期も択伐施業が可能な場合のみ「針葉

樹択伐林」とし，それ以外は「補植林」に区分することとした。また，第11期における「補植林

分」，「皆伐林分」，「再生林皆伐林分」を「補植林」に統合した。こうした整理・再編によって，
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林種区分における運用上の混乱はある程度解消した。しかし，「針葉樹択伐林」と「広葉樹択伐林」

との区分，「補植林」と「広葉樹択伐林」との区分など，未だ判別基準が明確でなく，判断に迷

う場合も多い。また，択伐施業の持続可能性をより長期的な観点で判断するためには，次回施業

時の収穫可能性だけでなく，後継となる更新木の多寡を考慮する必要がある。

課題２　第１作業級の回帰年を10年から15年に延長する

第12期計画で挙げた回帰年延長理由のうち，労働力の現状（人員に比べて過大な業務量）につ

いては各年度の施業対象区域の縮小により調査等の業務量が減少したため，一定の改善効果が

あった。それ以外の理由（土壌保全，林分構造の維持，低コスト化，優良広葉樹の育成）につい

ては，回帰年を延長してまだ５年しか経過していないため評価を保留する。

課題３ 　第11期における小班別・林分別の伐採率実績に基づき，伐採率を上・中・下の３段階で

設定する

第12期計画では，針葉樹択伐林の伐採率を「成長量見合い」とした一方，「第11期実績を準用

する」とした。第１作業級の針葉樹択伐林で採用した回帰年（15年）と年成長率（1.86%）から，

成長量見合いの伐採率は約24%と計算される。一方，第11期実績に基づき設定した計画伐採率は

10 〜 16%であり，実際には成長量見合いではなかった。前期実績に基づいて当期伐採率を設定

する方法についても，その根拠が不明確なため改善が必要である。その他，広葉樹択伐林におけ

る伐採可否の判断基準についても検討する必要がある。

課題４ 　林分ごとの成長率を正確に査定するため，地位や立地環境，林床植生，更新状況等を把

握するとともに，GPS（汎地球測位システム）やGIS（地理情報システム）の導入，過去

の森林施業情報のデジタル化を進める

林種区分測量におけるレーザーコンパスシステムの採用，衛星画像解析に基づく植生被覆状況

の把握，GISソフトウェアを用いた施業区域図の作製，高感度GPSによる収穫木の測位など，森

林調査におけるGPS・GIS・リモートセンシング技術の導入は第12期中に大きな進展があった。

また，施業区域図のスキャニング（第８ 〜 10期）とGISデータ化（第11期），標準地測定データ

の入力・検定作業が完了するなど，過去の森林施業情報のデジタル化も進んだ。立地環境につい

てはGISとDEM（デジタル標高モデル）で解析可能となったが，地位や林床植生，更新状況の把

握は十分でない。林分ごとに成長率を査定する方法も今後検討が必要である。

課題５ 　エゾマツが優占する高標高の更新不良地（補植林）の改良を優先して実行する。また，

風害後に地がきや人工播種を行ったものの更新成績が不良な箇所を対象に，再度地がきし

て補助造林を行う

第２作業級で計画外ではあるが補植林の改良を優先して実行した。2005（平成17）〜 2009（平

成21）年度は，帯状皆伐による更新促進施業を一部区域で試験的に導入した。今後は試験施業地

の森林回復過程を継続的にモニタリングし，施業の効果を評価・検証していく必要がある。2006
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（平成18）年度に12林班で地がきと補助造林を2.69ha実行した。第２作業級にはまだ更新不良箇

所が多く残っており，今後も同様の更新補助作業を継続していく必要がある。

課題６ 　人工林において植栽木の密度を調整するため除間伐を積極的に実行するとともに，天然

更新した広葉樹の保全を図り，針広混交複層林へ誘導する

利用径級に達した人工林の間伐が進んだ一方で，除伐の実行が十分ではなく，若齢林の保育作

業が遅れ気味であり問題である。人工林内に天然更新した広葉樹を保全するため，下刈りおよび

つる切り・除伐の請負業者に対して有用広葉樹（ウダイカンバ，シラカンバ，イタヤカエデ，ハ

リギリなど）を残すように指導を行った。

課題７　ミズナラ優良木の持続的生産を目的とした「ミズナラ作業級」を設定する

ミズナラ優良木の資源調査を実施した。また，ウィスキー樽用のミズナラ材を試験木として生

産した。ミズナラ施業の実行計画と実行体制が明確でなく，改善が必要である。

（ｃ）特別試験林の管理

第12期計画では計1,810 ha，延べ569箇所に及ぶ特別試験林を設定し，期間中の2006（平成18）

〜 2010（平成22）年に以下の測定や管理を行った。長期間利用していない試験地が増加しており，

廃止を含む見直しが必要となってきている。

（ⅰ）天然林試験林

天然林施業試験地：５年ごとに胸高直径と形質の定期測定と，併せて枯損量の検定と管理上の

点検を行った。施業後には伐採木・支障木の検定作業も行い，施業に伴う林分構造の推移を把握

した。第10期に廃止された試験地5009を改めて試験地に復するとともに，ウダイカンバ再生林の

西の沢保存林内に新たに２箇所の試験地（5164，5165）を設置した。

大面積長期生態系プロット：前山プロットは2007（平成19）・2008（平成20）年に，岩魚沢プロッ

トは2009（平成21）年に，胸高直径と形質の毎木調査を行うとともに管理上の点検を行った。両

プロットとも設定後15年間の動態を明らかにした。

天然更新試験地：104林班の広葉樹林皆伐跡地にシナノキとオオバボダイジュの萌芽更新に係

る試験地5523を2006（平成18）年に，75林班のウダイカンバ再生林皆伐跡地にウダイカンバの更

新試験地5524を2008（平成20）年に，それぞれ新設した。これらの試験地とストローブマツ人工

林格子状皆伐試験地（5514）で，初期の更新状況を記録した。なお，5514とウダイカンバの更新

試験地5513は，既に廃止されている過去の試験地と番号が重複するため，第12期末をもってそれ

ぞれ5522と5521に試験地番号を変更した。

（ⅱ）風害試験林

本学サステイナブルキャンパスプロジェクト助成研究「演習林の炭素吸収能の向上に関する研

究」の一環として，97林班試験地（5609）で樹木種とササの現存量を調査し，針葉樹前生樹の成

長とともに広葉樹の実生定着や萌芽更新によって森林回復が進んでいることを明らかにした。
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（ⅲ）育種・遺伝資源試験林

育種系統試験林：雑種カラマツ試験地1024，1040，1048で，2006（平成18）年に樹高と胸高直

径を測定し，家系ごとの成長経過を明らかにした。このうち1040と1048では2007（平成19）年に

間伐を実施した。また，スーパー雑種F1に係る雑種カラマツ試験地1071を2006（平成18）年に

新設し，2006（平成18），2007（平成19），2010（平成22）年に根元径と樹高を測定し，旺盛な成

長を確認した。

生態遺伝特性試験地：富士系カラマツ特性試験地1036で2008（平成20）年に，エゾマツ標高別

産地試験地1065で2010（平成22）年に，それぞれ樹高と胸高直径を測定した。アカエゾマツ産地

試験地1068では2006（平成18），2007（平成19），2009（平成21）年に生死の確認と樹高の測定を

行った。この結果，富士系カラマツ特性試験地では高山カラマツの矮性が遺伝形質ではなく環境

適応の結果であることを，エゾマツ標高産地試験地では高標高産植栽木の成長が低標高産より劣

ることを，アカエゾマツ産地試験地では採種地の違いは生存と成長に有意な影響を及ぼさないこ

とを，それぞれ明らかにした。また，アカエゾマツ（1067，1068），ヤチダモ（1069），カラマツ

（1070）の産地試験地を2006（平成18）年に新設した。なお，トドマツ標高別産地試験地（1010）

のうち前山地区の1010−１は，標高別に設置された４箇所が１つの枝番号で管理されているため，

赤松沢，見本林内の1010−２，−３と併せて第12期末をもって枝番号の整理を行い，低標高の見

本林内を1010−１，以下標高順に枝番号を振って高標高の前山４区を1010−６とした。

採種園・採種林：間伐等の管理は実施していない。

林木遺伝資源保存林：試験地4510（天然林トドマツ）は，少なからぬ面積が1970（昭和45）年

頃に造林地に転換されている上，区域の特定が困難で特別試験林として維持することが難しいた

め，第12期をもって設定を解除して施業実験林に編入した。試験地4526（ストローブマツ）は，

採種園用地とするため2009（平成21）年に廃止して皆伐し，無立木地として施業実験林に編入し

た。

クローン集植所：試験地1005で2008（平成20）年に，1006と1007で2007（平成19）年に，生残

調査を兼ねて樹高と胸高直径を測定した。

樹木園・見本林：樹木園（1001）で2006（平成18）〜 2009（平成21）年に，山部外来樹種見

本林（1002），および東山育種樹木園（1003），オンコ沢育種樹木園（1004）で2006（平成18）年

に，東山外来樹種見本林（1008）で2007（平成19）年に，それぞれ樹高と胸高直径を測定した。

東山育種樹木園では2007（平成19）年に間伐を実施した。

（ⅳ）人工林試験林

生育比較試験地：成長比較試験地3005で2008（平成20）年に，同3013で2006（平成18）年に，

同3019で2010（平成22）年に，それぞれ間伐を実施した。寒冷適応試験地（3020 〜 3023）では

2008（平成20）年に樹高と胸高直径を測定し，造林樹種11種の標高による生育状況の違いから各
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樹種の経済造林の限界高度を明らかにした。

立木密度試験地：試験地3042（トドマツ）と3043（ストローブマツ）で2009（平成21）年に樹

高と胸高直径を測定し，植栽密度の違いによる生存率と成長の違いを明らかにした。試験地3012

（カラマツ）と3018（シラカンバ）は，密度別植栽の境界が不明瞭で試験の継続が不可能となっ

たため，第12期中に廃止して施業実験林へ編入した。

混植試験地：試験地3011（カラマツ・トドマツ）で2008（平成20）年に樹高と胸高直径の測定

を行い，カラマツの成長がトドマツよりはるかに優れ，カラマツの植栽密度が高いとトドマツの

成長がさらに劣るという結果を得た。本試験地は測定後に半分の区域で間伐を行った。

学術参考林：試験地3050（カラマツ）で2007（平成19）年に樹高と胸高直径を測定し，100年

生高齢人工林の成長経過を明らかにした。同じく高齢人工林である試験地3054（エゾマツ・トド

マツ）では2006（平成18）年に間伐を行い，翌2007（平成19）年に樹高と胸高直径を測定した。

試験地3056（エゾマツ・アカエゾマツ）では2007（平成19）年に樹高と胸高直径を測定し，間伐

を行った。なお，ドロノキの交配系統を植栽した試験地3045は，第12期末をもって生育比較試験

地に移項した。

広葉樹林造成試験地：測定や管理は行わなかった。

（ⅴ）風害復旧試験林

本学サステイナブルキャンパスプロジェクト助成研究「演習林の炭素吸収能の向上に関する研

究」の一部として風害試験林5609と併せて，97林班の人工更新試験地（8019：エゾマツ，アカエ

ゾマツ，トドマツ，グイマツF1）と天然更新地がき試験地（8103：ササ除去，A0層除去，A層

除去）で樹木種とササの現存量を調査し，それぞれグイマツF1植栽区とササ除去区で炭素貯留

量が最大との結果を得た。

（ⅵ）森林衰退観察試験林

測定や管理は行わなかった。

（ⅶ）保存林・保護区

湿地林のより一層の保存を図るため，2008（平成20）年に平沢保存林9002−１および9002−２

の周辺区域をそれぞれ保存林に編入し，同保存林を拡張した。また，神社山沢地保存林9024は，

神社山保存林9001と近接しているため第12期末をもって同保存林に編入し，試験地番号を9001−

３に変更した。オンコ沢奥地のミズナラ保存林9017は，他の保存林と名称に統一性を持たせるた

め，第12期末をもって「オンコ沢奥地保存林」に改称した。

その他，保存林内の試験地を除いては，特に測定・管理等は行わず保存に努めた。

（ｄ）除地の管理

（ⅰ）林道

第12期における林道新設は計画，実行とも無かった（表２−２−９）。これは，高密度の林内
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到達路網の整備が第11期末までに完了したことに加え，人員・予算の削減などの諸事情も考慮し

たことによる。林道改良は路線延長209kmの計画に対して260kmを実行した（実行率125%）。施

業対象区域内の林道改良とともに，機械・車輌運行や路上での作業，森林保全等の観点から構造

上支障があると判断された主要林道の改良を積極的に進めたため，高い実行率となった。なお，

2010（平成22）年度は林道改良の実行延長が計画を大きく下回った。これは，施業対象区域の一

部では林道改良が不要と判断し，側溝や排水管の整備のみで済ませたためである。以上のほかに，

砂利の運搬・敷き均しや林道沿いの草刈りを行った。

（ⅱ）附帯地・雑地

苗畑敷，庁舎敷，宿舎敷，河川敷，貸地，移管予定地等を含む。土地の売払や区分変更等によ

り，表２−２−７のとおり面積が減少した。

第２章　基本方針

第１節　第13期教育研究計画の基本方針

（１）教育研究目標

林分施業法による大規模施業実験を本計画においても継続する。社会経済的な制約条件下にあ

り，気候変動やそれがもたらす環境負荷の条件下における汎針広混交林帯における森林生態系の

持続的・順応的な管理の在り方を探求する。森林施業や森林管理に関するさまざまなプロセスを

巡る林業的技術の新たな展開，天然更新機構の解明，育苗技術の新たな展開，森林生態系の攪乱

要因の解明と対策，森林域が有する多面的な機能の観測とそのプロセスの解明など，これまで北

海道演習林において展開されてきた研究テーマを取り扱うが，その根幹では，現在に至るまで継

承されてきた大きな空間に広がる森林生態系の維持とそこで展開される慎重な天然林施業の継続

を標榜する。

本計画では，持続性原則のもとで森林生態系の順応型管理システムを構築することを目標とす

る。生態的プロセスとしての順応型管理のためには，森林施業と不確実性が高いとされる林分動

態の関係を正しく捉え，人為を加えたことによる森林の状態変化のプロセスを理解し，森林経営

に反映させることが前提となる。すなわち，長期的かつ広域的な実証データに基づいて施業実行

による人為的攪乱の影響を把握し，樹木群集の更新レジームを保全することが森林生態系の管理

に求められる。林分動態は生態的プロセスとして発現するものであり，立地依存的で局所的な現

象である。

一方，社会経済プロセスの中での順応型管理のためには，森林生態系の諸機能は木材市場や国

民のニーズにより評価され，その結果が森林施業の方針に影響を与えることから，林分動態は社

会経済プロセスから独立ではあり得ないという認識を前提としている。しかしながら，利用対象
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となる生態系が空間的に大きくなるほど，関係するステークホルダーが増加し問題が複雑化し，

結果的には貴重な生態系を失うか，利用を停止してしまうという失敗が繰り返されてきた。森林

生態系の持つ多面的な価値に配慮し，長期的な管理の成功をもたらすためには，繰り返し現れる

空間的に小さなスケールを集団的に取り扱い，時間や手間やコストを要する順応的管理が有効と

されている。これを実現するためには，詳細な林種区分が前提となる。森林生態系の持続的・順

応的管理システムは，森林施業による林分動態と樹木の更新メカニズム，森林の多面的機能に関

する総合的な理解のもとで設計されなければならない。

以上のような認識から，森林生態系の科学的知見に基礎をおいて（森林生態分野），施業実験

から得られた経験的知識の集積を踏まえた持続的・順応的な森林管理を実践し（森林経営分野），

再生可能な自然資源の利用と生態的機能の保全とを調和させる（森林生態系保全分野）という研

究の枠組みを設定し，分野間で相互の関係性を意識しつつ，その研究成果を森林管理に反映する

ことで上記の要請に応えようとするものである。

教育について，当演習林は遠隔地に所在するため，学生の移動に際して距離的，時間的，そし

て経済的負担が大きく，このことが教育活動実施上のデメリットとなっていることは否めない。

しかしながら一方で，天然林の持続的管理に関する実践的研究の長い歴史と実績を背景に，この

分野における学術的・技術的知見を蓄積するとともに，これに精通したスタッフとこれを具現化

した森林フィールドを擁し，知・人・森が三位一体となっている。また，よく整備された森林は

同時に，北海道という地域的特異性に加えて良質さと豊かさとを併せ持つ自然環境という側面も

有している。このような特長を教育資源として最大限活かしていくことが，大学附属施設として

北海道演習林に課せられた大きな使命の１つであることは言うまでもない。以上のような状況に

鑑みて，専門教育の重要性を認識しその支援を最優先としつつも，専門知に裏打ちされた体験型

教育を専門教育の枠にとらわれることなく広く提供していくこと，および研究活動の成果として

の学術・技術情報を社会に発信していくことを教育上の基本方針とする。

（２）北海道演習林の役割

その役割は多岐にわたるが，３つの中心的な役割を掲げると次のとおりである。

１）天然林施業　２）収穫の維持　３）全演のPR機能

（３）北海道演習林が担うプロジェクト（重点課題）

2009（平成21）年度に終了した演習林の横断的な科学研究費補助金による研究課題「50年間の

林分動態と施業履歴に基づく森林生態系の順応型管理システムの構築」を基本として全演習林教

員が関わって北海道演習林において教育研究を展開できるテーマを「汎針広混交林帯における森

林生態系の持続的・順応的管理」とした。
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（４）国際的な取り組み

「社会的な要請と経済的な活動および環境との間の均衡を保ちつつ調和のとれた関係を基本に

した持続可能な発展を模索する」という人類共通の課題に対して，北海道演習林における森林管

理の考え方と実績は，半世紀以上にわたってこれを具現した形であり，海外からの視察や研修に

おいて来訪者に示し得た北海道演習林の特徴である。北海道演習林における森林管理の先見性は

1950年代からの国際的な交流に負う部分も大きいと考えられ，海外の研究者との間で相互に刺激

を得るという意味で国際的な取り組みの重要性を掲げる理由である。また，たとえば，国際的に

観測体制を整えて環境の劣化をモニタリングする動き等があり，世界が注目している課題につい

て大学の附属施設として関与していくことにより，自らの教育研究の質を高め国際的な共同研究

への貢献を行うことができるという意味で国際的な取り組みの重要性のもう１つの理由を掲げる

ことができる。

中国東北部・朝鮮半島・ロシア沿海州など東アジアに広がる類似したバイオームに位置する研

究機関との連携をとることによって，森林生態系や森林管理あるいは森林生態系機能保全につい

て情報交換を行い，その持続的順応的管理に関する学術的・技術的な深化や発展を期することが

できる。国際的なシンポジウムや研究会の実施，海外の研究者や留学生の受け入れ，海外からの

研修生の受け入れや研修制度への協力を目指す。また，具体的に国際的なモニタリングへの参加

の形を標記するに至っていないがそれを今期10年以内で目指すこととする。また，教員や技術職

員の研究成果から海外の国際シンポジウムでの発表を促進し教育研究の質の向上を図るととも

に，広報活動の一部を英文で紹介するなど海外向けの情報発信を企画し，海外からの利用の促進

を図っていくこととする。

第３章　実行計画

第１節　研究

（１）森林生態分野

持続的かつ順応的な森林管理を実現するためには，対象となる森林がどのようなものであるの

か，その特質を詳細かつ正確に知ることが不可欠である。そこで本分野では森林生態系の構造と

動態の把握を目標に掲げ，生態系として捉えた森林がどのような構造を持ち，その中でどのよう

な生物間あるいは生物−環境間の相互作用があり，どのようにして攪乱を受け，さまざまな攪乱

要因に対してどのように応答し，そしてどのように推移していくのかに着目して，これらの解明

に努める。以下に重点実施課題を挙げる。

課題１　大面積長期森林生態系観測

天然林の動態を把握することは，北海道演習林の森林生態系を理解する上で，また森林管理を
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実践する上で，最も根源的かつ重要な課題である。しかし，天然林では樹木の生育分布が均一で

なくわずかな立地条件の差の影響を受けやすい。また，樹木の寿命は非常に長く環境変化に対す

る反応速度が遅い。このため，天然林の動態を把握するためには大面積かつ長期にわたる観測が

必要である。森林構造の長期動態の把握を目的として，前山および岩魚沢の保存林内大面積プロッ

トにおいて，樹種構成と成長，死亡，更新の観測を継続する。

課題２　主要樹種の繁殖生態と更新機構

樹木の更新は森林の動態を知るのみならず持続性の観点からも重要な問題であり，繁殖−更新

過程の解明は保全を図る上での基礎的な情報をもたらす。そこで，奥地林のエゾマツ，再生林の

ウダイカンバ，混交林のミズナラ，シナノキ，渓畔林のヤチダモなど，各林分を代表する主要な

樹種について，その繁殖生態と更新機構，およびこれらの阻害要因の解明に取り組む。

課題３　微生物・昆虫の生態と生物間相互作用

森林の動態には生態系の一員である菌類などの微生物や昆虫が深く関わっている。これらが森

林生態系の中でどのように生活し，どのような役割を担っているのかを理解することが，森林生

態系の構造と動態を理解する上で必要である。そこで，更新阻害の原因となる暗色雪腐病などの

菌類，針葉樹の枯損を引き起こすヤツバキクイムシと青変菌，ウダイカンバなどの一斉林で大発

生を繰り返す食葉性昆虫，風倒リスクを高める木材腐朽菌などを取り上げ，その生態と樹木や微

生物・昆虫相互との作用を明らかにしていく。

課題４　野生動物の生態

哺乳類や鳥類などの野生動物は多様な環境からなる広い生息地を必要とするため，生態系の質

を表すメルクマールともいえる。一方で，個体数が増加した場合には森林や農林業に被害をもた

らす。そこで，森林生態系の総合的理解を目指すとともに野生動物の保全と管理に資することを

目的として，野生動物の生態と密度変動を明らかにする。特に，近年農林被害が深刻なエゾシカ

について，重点的に実施する。

課題５　大規模自然攪乱後の森林回復過程

低頻度ながら発生時には大規模な森林被害をもたらす大型台風や山火事は，持続的・順応的森

林管理にとって大きな脅威である。このような大規模自然攪乱に対して森林生態系がどのように

応答し克服するのかを明らかにするため，再生林や風害地における森林回復過程を継続的にモニ

タリングする。

課題６　施業に伴う攪乱と森林構造の変化

森林施業などの人為によって森林構造が長期的にどのように変化するのか，とりわけ，その加

えられる人為の規模や程度に応じて，森林構造の変化にどのような違いがあるのかを明らかにす

ることは，施業の影響を評価し，森林管理手法を構築する上で有益である。そこで，天然林施業

試験地における資料の蓄積を引き続き継続するとともに，過去の資料の解析を行う。
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課題７　生態遺伝特性と遺伝子資源の保全

森林樹木の遺伝変異の程度や生育場所による違いを知ることは，生物多様性の観点から重要で

ある。育苗対象樹種でもあるトドマツ，エゾマツ，アカエゾマツについて，将来の林木育種への

応用を視野に，流域や標高ごとに遺伝変異を調査する。また，サントリーとの共同研究として，

同社からの奨学寄附金を得て，樽材として有用なミズナラの遺伝変異と形質の空間的分布を明ら

かにする。

課題８　森林生態系の基礎情報の収集

森林生態系を記録するバックグラウンド・データとして，気象（前山，東郷ダムおよび樹木園），

水文（丸山沢）・水質（丸山沢他）などの環境情報，および生物相（植物・動物），分布域などの

生物情報の収集整備を継続する。また，樹木園において主要樹種の開葉・開花・紅葉などのフェ

ノロジー観測を継続する。

（２）森林経営分野

森林経営とは，「特定の目標・目的を達成するため，科学的・経済的・社会的諸原理を実践的

に適用して森林を取り扱うこと」と定義される（太田猛彦ら1996）。当演習林は第八次経営案が

策定された1958（昭和33）年から今日に至るまで，元林長の高橋延清が創案した「林分施業法」

に基づく事業的規模の森林経営実験に一貫して取り組んできた。林分施業法とは，生育する樹木

の密度や種類・サイズ，天然更新の良否などを基準に森林を施業上の単位である「林分」に区分

し，各林分の状態に応じて伐採や植え付け，保育などの作業（施業）を行う方法である。林分施

業法では，森林の存在自体から生ずる環境保全の公益的機能と，木材など林産物の産出という経

済的機能の双方が将来に向かってより増進されることを森林経営の目標としている（高橋延清，

2001）。

当分野は，過去50年以上にわたる林分施業法の実践を通じて体得した経験的知識を最大限に尊

重しながら，森林生態系の構造と動態に関する最新の科学的知見を応用して，北海道を含む東ア

ジアの針広混交林帯における持続可能で順応的な森林経営の理論と手法を実証的，模範的に提示

することを目標とする。本計画では，林分施業法の理論・方法における科学的基盤を強化すると

ともに，森林に対する新たな社会的要請にも応えるべく，多様な実践的，応用的研究課題に取り

組むこととする。以下に重点実施課題を挙げる。

課題１　林分施業法の科学的・技術的基盤の強化

林分施業法が経営上の大きな成果を上げた一方で，択伐の繰り返しや台風被害による撹乱と，

その後の更新不良に起因する林分構造の変化により，森林の実状に十分対応できないケースも増

えている。本計画では，森林生態系の構造・動態に関する科学的理解に立脚しつつ，自然撹乱や

施業実行に伴う林分構造の長期的変化の解析を通じて，回帰年と伐採率の最適な組み合わせを考
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究する。また，林種区分や伐採木の選定（選木）など，林分施業法の基本をなす技術の経験知に

基づき施業指針を明文化するとともに，その科学的妥当性について検証を行う。さらに，将来的

に想定される人員削減にも対応しながら，森林の状態や量に関する詳細かつ正確な情報に基づく

きめ細かな管理（精密森林管理）の実現を図るため，GISやGPS，リモートセンシングなど先端

的な地理空間情報技術を用いた森林情報の収集・解析・管理手法を開発する。

課題２　更新保育施業による天然林再生技術の確立

自然的・人為的要因により劣化した天然林の再生は，国内外の森林管理における喫緊の課題と

なっている。本計画では，地表処理と人工植栽の組み合わせによる疎生林・風害林の更新促進施

業，人工林（単層林）を混交多層林へと誘導するための保育施業などの技術開発課題に取り組む。

課題３　山火再生林における広葉樹高品質大径木育成技術と更新促進技術の開発

当演習林では1987（昭和62）年以降，老節布地区（71 〜 76林班）の山火再生林作業級において，

ウダイカンバ高品質大径木の育成を目標とした施業を行ってきた。本計画では，ウダイカンバ立

木密度試験地（74林班Ａ小班）と優良木化試験地（75林班B小班）において再測定を行い，過去

に実施した育成施業の効果を検証する。また，立木密度の調整が完了したウダイカンバ林分を対

象に，後継樹の確保を目的とした更新促進技術の開発に取り組む。

課題４　道内民有林のニーズに対応した多様な人工林施業技術の開発

本計画において老節布地区（71 〜 76林班）に設定する人工林作業級では，主に道内民有林で

の応用が可能な人工林施業技術の開発を目標に掲げる。ヨーロッパトウヒ高齢人工林の長伐期施

業と高品質大径材生産，カラマツ人工林の低コスト施業，エゾマツ人工林の成長解析と保育管理

手法などの技術課題に取り組む。

課題５　広葉樹優良木の管理・育成手法の開発

北海道産の有用広葉樹は，その優れた材質から木材市場で高い評価を得ている。当演習林では，

ウダイカンバやハリギリ，ミズナラなど市場価値の高い優良広葉樹材が産出される。本計画では，

広葉樹優良木の個体管理のシステム化，広葉樹優良木の長期育成手法の開発などの課題に取り組

む。

課題６　エゾマツ苗生産システムの確立

エゾマツは北海道の天然林を構成する主要な樹種であるが，天然更新が困難なことから資源の

減少が顕著である。劣化した天然林を再生する上でエゾマツは不可欠な要素であるため，効率的

で確実性の高いエゾマツ苗生産システムの早期確立が求められる。そこで本計画では，播種床に

おけるエゾマツ幼苗生産の効率化，暗色雪腐病・苗立枯病防除のための基礎研究，コンテナを用

いたエゾマツ苗生産のシステム化などの技術課題に取り組む。

課題７　安全で効率的な森林作業・土木技術の開発

当演習林では天然林施業の一部を直営生産で実施している。また，森林生産基盤として重要な
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林道の維持・管理を演習林職員で主に行っている。本計画ではこうした当演習林が有する人的資

源や組織体制，設備，技術を活かしつつ，伐出と地拵えの同時作業による効率化手法，森林作業

における安全衛生管理手法，GPSを用いた機械作業管理のシステム化，林道維持・管理の省力化

手法などの課題に取り組む。

課題８　林産物の付加価値形成およびマーケティング手法の開発

森林経営の経済的な持続可能性を保障する上で，森林から産出される木材の高付加価値化は不

可欠の条件である。そこで本計画では，天然林素材生産における採材・選別技術，ウダイカンバ

優良大径木の成長・材質と価格の関係解析，北海道産銘木の市場調査，ミズナラ優良木の持続的

生産システム，JAS規格外木材（曲がり，二股，空洞など）の需要創出，当演習林産木材のブラ

ンド管理手法，木材ユーザーとの効果的なコミュニケーション手法などの課題に取り組む。

（３）森林生態系保全分野

森林生態系の保全（conservation）とは，「森林生態系を資源的にも利用しながら，荒廃させ

ないように維持管理すること」と定義される。林分施業法が目指しているのは，まさに森林生態

系の保全であるといえる。ただし，これまでは資源的な保続に力点を置いてきた一方，生態系の

維持管理については必ずしも積極的に取扱ってはこなかった。そこで本計画では，従来の林分施

業法の理論と方法を森林生態系保全の観点から補完するため，多様な実践的，応用的研究課題に

取り組むこととする。以下に重点実施課題を挙げる。

課題１　針広混交林生態系の多面的機能の評価

汎針広混交林帯に位置する当演習林において多面的機能の把握を進める。GISレイヤー上で林

産物の生産量以外の森林の多面的機能のうち，生物多様性・水循環機能等についてカテゴリー別

の指標を定め，その評価精度を下記の課題の進展に対応して向上させる。

課題２　希少な動植物種ハビタットの保護管理手法の確立

猛禽類・クマゲラの生息環境保護，営巣木や採餌環境の保全策を検討する。脆弱な森林生態系

を保全するためのゾーニング手法を検討し，ゾーニング計画を作成するとともに，その管理に着

手する。

課題３　渓畔林および河川生態系の保全計画の立案

河川生態系の環境要因として，河川水質や降雨−流出系レジームの特性について観測を継続す

るとともに，前期で実施した水系総合調査の流量・水温・pH・ECの北海道演習林内部とその周

辺域での空間分布特性に関する調査を発展させ，水循環の特性の概略の空間分布を把握する。河

川生態系として河畔林や魚類・水生昆虫に注目し，これまで実施された水系総合調査の成果を水

系網のなかに整理しなおし，充実しつつあるGISのレイヤーを援用しつつphysiographicalな要因

と関連付ける。重点的な調査対象地として岩魚沢保存区の河畔林における水文学的構造を分析し，
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植生分布との関連を探る。

渓流空間は地質・地形要因によっては，渓流空間と接する斜面そのものが不安定である場合が

あり，治山関連の構造物によって渓流空間の安定化を図る場合に，森林生態系保全の一方（斜面

森林）が達成され一方（河畔林）が失われるというケースが出現する。希少種保護や渓流の生態

系の評価を基本として構造物導入の適否を探る。

課題４　移入種の生息状況把握と管理手法の確立

北海道演習林において移入動物個体群・移入植物群落が生物多様性を脅かすまでには至ってい

ないものの，潜在的にその危険性は増大しつつあると考えられ（樹木園から北部の空知川に面す

る区域のニセアカシア拡大の危険性が指摘されている），今後，モニタリングの必要性や森林管

理上の対策などが出現する可能性を否定できない。移入種モニタリングは目撃情報を基本に，イ

ンベントリー調査の実績の延長線上に植物種・動物種の個々の個体群の空間分布や環境要因との

関連を把握していく。

課題５　鉱山跡地の緑化手法の開発

過去の鉱山開発で森林土壌を含めて失われた森林空間として，ドロマイト鉱山法切斜面と石綿

鉱山（布部鉱山跡）がある。前者においては天然更新を期待し，後者においては環境安全上の検

討を経てさまざまな更新手法に関する調査を継続する。石綿鉱山跡地は滝ノ沢の水質調査を継続

し植生の更新の進展と水質変化を解析する。失われた森林生態系機能を北海道演習林の別の林分

でトレードオフする研究を進める。

課題６　地域森林景観の管理

北海道演習林の生態系サービスの１つに森林の景観美があげられる。ヨーロッパですでに法制

化が進行しているように，地域再生の柱として景観への包括的な関与が挙げられる。また，化石

燃料枯渇予想を背景に，林業・農業・畜産業におけるエネルギーや物質循環を地域の系のなかで

無駄なく循環させる21世紀型の混合経営へと推移するとされている。エネルギー資源の供給者と

して北海道演習林が地域に関わる形が予想され，人工林の育成管理の在り方へも影響を及ぼすで

あろう。ワークショップ開催の形で地域住民や行政の意識を探りながら，地域との関わりにおい

て広範な意味での景観管理に関する研究を進める。

課題７　森林の炭素固定機能の評価

炭素固定は，社会的な生態系サービスとして当面は小面積を対象とし，試験的な研究教育のテー

マである。東京大学という業務系事業所として都内最大のカーボンソースに対して，キャンパス

が実現できるカーボンシンクの事例として研究が位置づけられている。その実効性は今後不透明

であるという側面はあるが，実質的には北海道演習林で林分施業法によってもたらされている生

態系サービスとしては大規模なものとして正当に評価されるべきものである。
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第２節　教育

（１）学部・大学院教育

天然林の持続的管理に関する研究を事業的規模で実践してきたフィールドと職員を活かして，

大学附属施設として本務である森林・林業に関する専門教育正課の受入と支援を，最重要事項と

して実施する。2011（平成23）年度より開講予定の本学農学部授業科目「森林科学総合実習」を

はじめとして，学内外を問わず積極的に受入を図る。

（２）教養教育

専門知の蓄積とともに良質の自然環境を有する大学附属施設として，教養教育に参画する。本

学教養学部の全学体験ゼミナールを，年間１科目を目標に継続的に実施するとともに，同ゼミナー

ルや総合科目の受入・支援を可能な限り行う。

（３）初等・中等教育支援

中等教育，特に高等学校に対して，キャリア教育や「高大接続」教育の観点から積極的に協力

する。専門知とともにフィールドを活用した体験型教育プログラムの提供や作成協力，実施支援

や指導を行う。特に，文部科学省による理数教育推進事業との連携を図る。また，本学教育学部

附属中等教育学校の宿泊研修について，学内協力の観点からも引き続き最大限の支援を行う。

地域貢献の観点から地域の小学校に森林教育の場を提供する。

（４）技術者教育

最新の研究成果・技術情報を広く国内外の森林技術者に発信するとともに，JICAをはじめ各

種公的機関・団体の研修を積極的に受け入れ，技術者教育に協力する。

（５）社会・生涯教育

森林資料館やウェブページ，出版事業，公開講座等を通じて，広く一般へ森林・自然情報を発

信するとともに，研究成果を社会に還元する。また，樹木園見本林や神社山自然観察路の公開を

通じて，森林・自然体験の場を提供するとともに，地域との連携のもとに森林教育，自然教育，

環境教育を実施することを目指す。

第３節　社会連携

（１）地域貢献

富良野地区広域市町村圏へのエクステンションという形で推進するものとして，富良野地区合

同ワークショップ「富良野地区の美しい農山村景観維持のために　−若々しい農山村と魅力的な
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観光都市の発展を願って−」が2010（平成22）年に開催された。当面は2014（平成26）年まで上

富良野町，南富良野町，中富良野町，占冠村の順に開催地ならびに副題を順次変えながら実施を

予定している。それに続いてこれを継承する形でシンポジウム形式の啓蒙的な講演会を開催する

計画である。同時に，景観をテーマに地域の活性化に関連して市民からの意見の集約を行政に提

供する意味合いがある。2014（平成26）年までは，会の運営は主催が北海道演習林であり，富良

野地区広域市町村振興協議会が主なスポンサーとして協力を仰ぎ，森林総合研究所と北海道サス

テナビリティ教育研究センターが共催として参加する。地域からの要望として，2015（平成27）

年以降もこの開催形式を検討しつつも継続が望まれている。

地域の人々が自ら生活する地域を理解することは，精神的な側面としての景観とのかかわりを

求める正当な要求である。優れた自然を保全し，その学術的な説明能力を有する大学演習林への

期待は潜在的に大きい。これまで実施され今後も継続するイベントとして，大麓山ハイキング登

山会や公開セミナーを主催するとともに，麓郷ラングラウフへの場所の提供などが挙げられる。

対象を富良野市民から広域市町村圏に広げていくことを検討する。また，広報委員会での検討を

経て内容の検討や参加者確保の方法を模索していく。

（２）学内貢献

東京大学教職員・学生への利用促進を推進する計画である。ユーザーにとっては長期休暇が可

能で開催者である北海道演習林としてはウィークデイの対応が可能な夏休み・春休みの期間中

で，演習林の見学ツアーを企画する計画である。「演習林のPR」という北海道演習林が担う役割

を実現する１つの形として，学内における附属施設としての演習林への理解を進め，教育研究の

姿を全学の教職員に広めるという意味合いで実施するものである。また，十分な検討が必要だが，

学外の一般も対象として含まれ今後増大するであろう「東京大学の森育成資金」の寄付者の案内

にもこのイベントを位置づけていくことが可能であろう。

（３）文化貢献

アイヌ文化の伝承・発展を目的とした振興事業への協力を道や市の教育委員会と協議を重ねな

がら模索していく計画である。

第４節　森林管理

（１）森林区画

（ａ）森林管理区

森林管理区とは，森林を管理する際の単位となる区域であり，一組織によって運営可能な面積

規模で区画する。第８ 〜 10期は「事業区」，第11，12期は「経営試験区」としていたが，森林管
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理上の単位区域であることを明示するため，名称を「森林管理区」とする。本計画では，森林を

フィールドとした教育研究活動を円滑に推進するため，これまでと同じく北海道演習林の全域を

１つの森林管理区とする。

（ｂ）林班・小班

森林内での位置を明らかにするとともに管理上の便に供するため，森林管理区を林班・小班に

区画する（図２−２−７）。今期は林班界，林班番号とも第12期と同じとし，計105の林班にそれ

ぞれ１から109の番号を割り振る（53 〜 55，83は欠番）。なお，この番号に100を加えたものが上

川南部地域森林計画における当演習林の林班番号である。

林班内における地形的，面積的な都合により管理上異なる取り扱いが必要となる場合，さらに

小班として区画する。今期当初の小班界は第12期末時点と同じとし，小班番号はアルファベット

大文字で表記する。必要に応じて小班の整理・統合を行う。

（ｃ）地種

森林管理区内の土地を，その使用目的に応じて林地と除地の２つに区画する。さらに，林地を

総合試験林と特定試験林の２つに，除地を林道・土場，樹木園，建物敷，雑地の４つに，それぞ

れ区画する。

図２−２−７．第13期教育研究計画・林小班区分
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（ⅰ）林地

《総合試験林》

北海道演習林における教育研究の枢要フィールドとして，森林生態系の保全に配慮した持続

的・順応的な森林管理手法である林分施業法に基づく施業実験を行う林地である。自然的・社会

経済的条件や関連分野の学術・技術の進展に対応しつつ，各種の森林生産方式を総合的かつ事業

的規模で実証することを目的とする。

《特定試験林》

持続的・順応的な森林管理手法の構築に関わる特定の基礎的・応用的研究課題が設定された林

地であり，総合試験林とは区別して管理する。それぞれの設定目的に応じたデータの収集と解析

に主眼を置き，各々に適した方法で森林を取り扱う。環境等の変化により試験地としての機能を

失ったもの，設定当初の目的を終了したものは，総合試験林に編入する。

（ⅱ）除地

《林道・土場》

林道敷，土場敷を含む。

《樹木園》

苗畑敷，樹木園施設を含む。

《建物敷》

山部事務所，麓郷セミナーハウス，旧東山・三の山作業所，職員宿舎を含む。

《雑地》

防火線，送電線，鹿柵，採石跡，鉱山跡，河川敷，水源・水路敷を含む。

（２）総合試験林の管理

（ａ）第12期からの主な変更点

本計画では，第12期計画の総括（第１章第２節）を踏まえ，主に以下の点について変更する。

なお，第12期に実施した回帰年延長は今期も継続し，今期末に評価・検証を行う。

（ⅰ）作業級区分

第12期における再生林作業級と間伐作業級のうち，老節布地区（71 〜 76林班）の山火再生林

と人工林をそれぞれ独立した作業級とし，天然林第１・第２作業級とは異なる施業方法・回帰年

を適用する。同地区以外の山火再生林・人工林は天然林作業級に編入し，将来的に針広混交林へ

の誘導を目指した施業を行う。ミズナラ作業級のうち優良木個体は広葉樹優良木作業級に，その

他は天然林作業級または山火再生林作業級にそれぞれ編入する。

（ⅱ）林種区分

従来の林種（林分）の区分・名称を見直すとともに，各林種の定義と林種区分の基準・指標を
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示す。択伐施業の持続可能性指標は後継樹の多寡（天然更新の多少）とする。「針葉樹択伐林」

は天然更新状況により２区分し，各々の状態に応じた取扱いを行う。「若齢林（旧前択伐林）」は

優占樹種により２区分し，各々が目標する森林の状態を明確にする。「生態系保全林」の区分を

新たに設け，脆弱性の高い森林生態系をより積極的に保全していく。

（ⅲ）成長率の査定方法

成長率の査定には従来と同じく天然林施業試験地の測定データを用いるが，同試験地に対して

も林種区分の基準と指標を適用し，各試験地の林種判定結果に基づいて作業級別，林種別の成長

率を査定する。

（ⅳ）伐採率算定方法の変更と伐採強度の抑制

択伐施業における伐採量はこれまで成長量見合いとしてきたが，持続的に収穫可能と判断され

る針葉樹択伐林の面積は一貫して減少傾向にある。針葉樹択伐林が減少するメカニズムは現時点

で未解明であるが，立地条件によっては成長量見合いの伐採では林分構造を維持できない箇所も

あった可能性がある。したがって本計画では，全体として伐採強度を成長量よりも低い水準に抑

え，針葉樹択伐林面積の維持と資源の充実を図ることとする。

（ⅴ）天然林における更新補助作業面積の拡大

天然更新が不良なため後継樹を欠いた林分が増えている一方，更新補助作業の実行は十分とは

いえない。したがって本計画では，更新補助作業をこれまで以上に積極的に実行していく。予算

と人員が許す範囲内で最大限に努力する。

（ⅵ）人工林における保育作業面積の拡大

人工林には間伐遅れのため過密な林分が多い。林内の光環境が広葉樹の侵入に不適であるのに

加えて，枝の枯れ上がりによって重心位置が高くなり，強風による風倒リスクも高まる。回帰年

を15年に延長した天然林第１作業級では，通常の施業年のみの実行ではさらに間伐が遅れてしま

う。したがって本計画では，通常の施業年に加えて中間年にも間伐を実施し，人工林の保育を積

極的に進める。予算と人員が許す範囲内で最大限に努力する。

（ⅶ）森林生態系の保全

木材生産機能と環境保全機能の両立という基本的な考え方は維持しながらも，生態系の保全を

特に重視すべき森林は「生態系保全林」に区分し，積極的な保全を図っていく。

（ｂ）林分施業法の基本原則

森林は，その存在自体から生ずる環境保全の公益的機能と，木材など林産物の産出という経済

的機能の２つをあわせ持つ。各々の機能は森林の構造によって異なり，また人間が森林をどう取

り扱うかによっても変化する。森林の管理は，両方の機能をいずれも将来に向かってより増進す

るように行わなければならない。

本計画ではこれまでと同じく，さまざまな種類の林分の集合体である森林を対象に，次の６つ
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の原則を基礎として個々の林分の状況に応じた施業を行う。

（ⅰ）天然林を構成する各林分が，いずれも極相の一歩手前（前極相）の状態に早く達するよう

施業によって誘導する。途中相にある林分は，前極相へと向かうように施業を行う。前極相に達

した林分は，その状態が長く維持されるように施業する

（ⅱ）天然林の生態系を強度かつ広く破壊するような施業はできるだけ避ける

（ⅲ）天然林は無数の異なる林分で構成されている。各々の林分の構造とその動きに応じて，総

合機能がより発展するように適切な施業を行う

（ⅳ）天然林を最高の総合機能をもつ高多層林へと誘導する。特に，陽光を最初に受ける最上層

の林木を量的・質的生産能力の高い状態へと導く

（ⅴ）遺伝的に形質の悪い樹木は収穫して淘汰する一方，形質の良い樹木は残存して，林分全体

がより発展するように施業する

（ⅵ）土地の生産力を維持し，諸害に対する抵抗性の高い健康な森林（針広混交複層林）の育成

を目標とする

（ｃ）施業実験の基本方針

本計画では，これまでと同様に林分施業法の基本原則を継承する一方，第12期計画の総括（第

１章第２節）において検討課題とした点をできる限り改善していくことで，持続可能で順応的な

森林管理の理論と手法のさらなる発展と普遍化を目指す。研究実行計画（第３章第１節）のなか

で重点的に実施すべき課題として挙げた点を踏まえつつ，個々の林分の状況に応じた施業技術を

適用する。天然林において伐採を抑制する一方で，天然林の更新補助作業と人工林の保育作業の

比重を高め，全体として森林の育成をより重視した管理経営を行う。

（ⅰ）作業級区分

作業級とは，施業方法と回帰年がほぼ等しく，施業上同一に取り扱うことで持続可能な森林経

営の実現を図るべき林分集団を指す。本計画では第12期までと同じく，総合試験林を樹木の生育

環境と到達利便性の違いによって天然林第１作業級（里山林）と天然林第２作業級（奥地林）の

２つに区分する（図２−２−８）。また，過去の山火事により大規模な撹乱を受けた老節布地区

の山火再生林と人工林をそれぞれ独立した作業級とし，天然林作業級とは異なる施業方法・回帰

年を適用する。さらに，広葉樹優良木（個体）を対象とした作業級を別に設ける。なお，山火再

生林作業級と人工林作業級は同一区域にモザイク状に配置するため，以下では両者をまとめて記

述する。

《天然林第１作業級》

面積11,168ha，蓄積2,605,000m3であり，それぞれ総合試験林全体の56%と61%を占める（表２

−２−11）。当演習林の低〜中標高域に位置し，里山天然林を主体とする。平均標高は440m（190

〜 850m），平均傾斜度は16°である。斜面方位は北向き（面積比33%）と西向き（26%）が多い。
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林道密度は50.1m/haと高く，山部事務所から比較的近距離に位置するため到達利便性は良い。

平均蓄積は233m3/haで，広葉樹がやや多く53%を占める。年成長量は4.2m3/haである。

《天然林第２作業級》

面積7,737ha，蓄積1,376,000m3であり，それぞれ総合試験林全体の39%と32%を占める。当演習

林の中〜標高域に位置し，奥地天然林を主体とする。平均標高は690m（370 〜 1350m），平均傾

斜度は13°である。斜面方位は西向き（38%）と北向き（27%）が多い。林道密度は30.9m/haと

やや低く，山部事務所から距離が離れているために到達利便性は低い。平均蓄積は178m3/haで，

第１作業級よりもやや低い。針葉樹が蓄積の過半（59%）を占める。年成長量は1.4m3/haと小さく，

天然林第１作業級の３分の１である。

《山火再生林作業級・人工林作業級》

面積1,128ha，蓄積272,000m3であり，それぞれ総合試験林全体の６%と６%を占める。当演習

林の老節布地区（71 〜 76林班）に位置し，大部分が1910年代に発生した山火事の跡地である。

平均標高は400m（230 〜 560m），平均傾斜度は17°である。斜面方位は南向き（40%）が多い。

林道密度は62.3m/haと高く，山部事務所から比較的近距離に位置するため到達利便性は良い。

平均蓄積は241m3/haで，針葉樹が過半（63%）を占める。年成長量は6.8m3/haと比較的大きい。

図２−２−８．第13期教育研究計画・総合試験林の作業級区分
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山火再生林作業級はウダイカンバが優占する。また，人工林作業級は大部分が針葉樹の同齢一斉

林である。

《広葉樹優良木作業級》

高品質・高価値の広葉樹材を生産するため，個体管理を行っている広葉樹優良木の集団である。

空間的には総合試験林全域が対象であり，他の作業級と重複する。18樹種，1,913本の広葉樹優

良木を登録している。樹種別ではハリギリが455本と最も多く，ミズナラ，ウダイカンバ，シナ

表２−２−11．第13期教育研究計画・森林管理仕組表（2011（平成23）年〜 2020（平成32）年）
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ノキ類，ヤチダモが多い。このほか，計32,137本のミズナラを登録しており，平均胸高直径は

56.5cmである。

（ⅱ）林種区分

《林種とその定義》

本計画では，第12期試験研究計画の総括（第１章第２節）で指摘した点を改善するため，従来

の林種（林分）区分および名称を見直し，総合試験林を①択伐林，②若齢林，③疎生林，④二次

林，⑤人工更新林，⑥制限林，⑦無立木地の７つの林種に区分する。さらに，優占樹種や撹乱・

更新履歴，施業方法などの違いによって各林種を細分する。なお，第11，12期における各林分と

の対応は表２−２−12（附図２−２−１参照）のとおりである。

本計画では，それぞれの林種を以下のように定義する。

①択伐林

ａ）針葉樹択伐林

　　 　針葉樹の天然更新と市場性のある立木がいずれも十分に多く，針葉樹が優占する成熟段

階の林分集団である。持続的な択伐施業が可能であり，針葉樹が優占する混交林として維

持・管理する。

ｂ）針葉樹択伐林（更新少）

　　 　針葉樹の天然更新は少ないが市場性のある立木は十分に多く，針葉樹が優占する成熟段

表２−２−12．総合試験林（旧施業実験林）における林種（林分）区分の新旧対応
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階の林分集団である。択伐施業は可能であるが，後継樹が少ないため伐採強度の抑制を必

要とする。天然更新が不良であることから，将来的に更新補助作業の実行が必要となる場

合もある。針葉樹が優占する混交林として維持・管理する。

ｃ）広葉樹択伐林

　　 　針葉樹の天然更新は少ないが市場性のある立木は十分に多く，広葉樹が優占する成熟段

階の林分集団である。択伐施業は可能であるが，現存広葉樹の価値成長をより重視した取

扱いを行う。広葉樹の天然更新も少ない林分では，将来的に更新補助作業の実行を必要と

する場合もある。広葉樹が優占する混交林として維持・管理する。

②若齢林

ａ）針葉樹若齢林

　　 　針葉樹の天然更新は十分に多いが市場性のある立木は少なく，針葉樹が優占する若齢段

階の林分集団である。一時的に収穫を見合わせ，現存する立木の育成を図る。天然更新木

の成長により，将来的に針葉樹択伐林への編入を見込む。

ｂ）広葉樹若齢林

　　 　広葉樹の天然更新は十分に多いが市場性のある立木は少なく，広葉樹が優占する若齢段

階の林分集団である。一時的に収穫を見合わせ，現存する立木の育成を図る。天然更新木

の成長により，将来的に広葉樹択伐林への編入を見込む。

③疎生林

　　 　市場性のある立木と天然更新がいずれも少なく，疎林化した林分集団である。将来的に

択伐林へと誘導するため，できるだけ早期に更新補助作業を実行する。将来的に針葉樹択

伐林または広葉樹択伐林への編入を見込む。

④二次林

ａ）山火再生林

　　 　過去に山火事による大規模な自然撹乱があり，その後に再生した二次林である。先駆性

の広葉樹が優占する。

ｂ）風害林

　　 　過去に台風による大規模な自然撹乱があり，その後に再生した二次林である。先駆性の

広葉樹が優占するか，疎林化して林床がササ類に覆われている。

⑤人工更新林

ａ）人工林

　　 　旧皆伐林分や補植林分の改良，山火事・台風被害地の復旧などを目的に人工植栽を行っ

て成立した森林である。主に針葉樹の一斉林である。

ｂ）天然林地がき地
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　　 　主に風害を受けた天然林において，天然更新補助のために地がき（重機による地表処理）

を実行した林地である。

⑥制限林

ａ）生態系保全林

　　 　渓畔林や湿地，高山帯，風衝地など，生態系の脆弱性が高いと判断される林分集団であ

る。原則として施業を行わず，生態系の積極的な保全を図る。

ｂ）施業困難林

　　 　傾斜が急峻，岩石の露出が多いなど，主に立地上の理由により施業の実行が困難な林分

集団である。

⑦無立木地

　　 　隣接する農地等との境界など，管理上やむを得ない理由により無立木の状態で維持して

いる林地である。

《林種区分の基準と指標》

上で挙げた７つの林種のうち，二次林と人工更新林については，撹乱・更新履歴に伴う特徴的

な林相の有無によってそれぞれ判別・区画する。制限林は各林種の定義に基づき適宜判別・区画

し，現地検討会でその妥当性を確認する。なお，制限林に区分する際の基準と指標を今期中に明

確化する。

択伐林，若齢林，疎生林については，次の３つを主な基準・指標として林種を判別・区画する。

○ 択伐施業の持続可能性：「副木＋小径木の本数（本/ha）」を指標とし，天然更新の多少（後

継樹の確保）から持続可能性を判断する

○ 立木の収穫可能性：「中径木＋大径木の蓄積（m3/ha）」を指標とし，収穫対象となる立木の

多寡から収穫の可能性を判断する

○ 森林管理の目標：「中＋大径木蓄積の針葉樹比率（%）」を指標とし，針葉樹の優占度合いか

ら針葉樹優占混交林と広葉樹優占混交林のどちらを目標に管理するかを判断する

林種区分の判定基準，および林種区分に用いる指標と水準はそれぞれ表２−２−13，表２−２

−14のとおりである。この基準・指標は，第12期の標準地測定データから林分構造を林種別に比

較・分析した結果に基づいて設定した。ただし，この基準以外にも立地条件や立木の樹種・材質

などを総合的に判断し，現地の状況に応じて適宜判別・区画した上で，現地検討会でその妥当性

を確認する。

（ⅲ）成長率の査定

本計画では，作業級別，林種別の成長率を表２−２−11のとおりに設定する。成長率の算出に

は天然林施業試験地の測定資料を主に用いた。各試験地を作業級別に分類し，さらに直近の測定

結果から林種区分の基準と指標（表２−２−13，表２−２−14）により林種を判定した。そして，
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直近10年間の定期純成長量（DBH≧５cm）よりLeipnitz式（複利算式）を用いて各試験地の成

長率を算出し，各作業級，各林種における中央値を成長率として採用した。判定の結果該当する

天然林施業試験地がなかった林種の成長率は，林分構造や立地環境がほぼ同じと見なせる他の試

験地等の測定資料から算出した。

（ⅳ）伐採率・伐採量の算定方法

本計画では，作業級別，林種別の伐採率と年伐量を表２−２−11のとおりに設定する。伐採率

cは，成長率gのとき１回帰年rの後に原蓄積へ回復するために許容される伐採率の上限値cmaxに，

各作業級と各林種の施業方針，および伐採支障木や風倒などのリスク要因を考慮した調整係数a

を乗じた次式により算出した。伐採は成長量の範囲内で行うため，aは１を超えない値とする。

作業級別，林種別に設定したaの値については後述する。

c＝cmax×a（a≦1）

　　　　　　ここで，　（1−cmax）×（1＋g）r＝1　より

cmax＝1−
1

（1＋g）r

小班別・林種別の今期伐採量Ctは，今期施業年における伐採前蓄積Vtに，伐採率c，前期実行

面積St-1，予定実行率f（前期伐採面積のうち今期も伐採可能と見込まれる面積の比率）を乗じて

算出した。Vtは前期伐採後蓄積（前期伐採前蓄積Vt-1から前期伐採量Ct-1を引いた値）に成長率g

と経過年数d（前回伐採年から今期伐採年までの経過年数）で複利計算して求めた。各小班の新

林種によるSt-1は，前期施業時の小班別総括表に上述した林種区分の基準を適用して求めた。fは

表２−２−13．林種区分の判定基準

表２−２−14．林種区分に用いる指標と水準
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空中写真による林冠閉鎖状況や傾斜度による施業実行可能性などを総合的に判断して小班別，林

種別に設定した。

ct＝Vt×c×St-1×f＝（Vt-1−Ct-1）×（1＋g）d×c×St-1×f

本計画における年度別の計画伐採量（表２−２−15，表２−２−16）は，上式で求めた小班別・

林種別のCtを積算したものである。なお，実際の施業実行にあたっては，林種区分測量後に標準

地調査により査定する小班別・林分別の立木蓄積（DBH<69cm）に，現地検討会で討議・決定

した伐採率を乗じて予定伐採量を算出する。

（ⅴ）選木

選木（伐採木の選定）は，林分の健全性を高め，有用樹種の後継稚幼樹の発生と生育を促進す

るように行う。立木の年齢や径級には依らず，林分の材積および自然的，経済的価値が将来に向

かってより有利な状態となるように寄与できるかという観点から相対的に決定する。主な選木基

準は以下のとおりとする。また，立木密度が高い林分では，上中層木の密度調整を目的として立

木配置を考慮した間伐的伐採を行う。

○ 枯損木や病虫害，樹冠が貧弱で着葉量の少ない成長衰退木，老齢過熟木など，次回の施業時

まで生存が困難と判断される個体

○ 形質不良木のうち，針葉樹または広葉樹高木種の稚幼樹・小中径木の成長を阻害している個

体

○形質不良が著しい個体

○大径化によって今後の成長が期待できない，もしくは材質の低下が予想される個体

（ⅵ）収穫・販売

各年度における施業対象区域別の計画伐採量を表２−２−15に示す。年平均伐採量は純成長量

の38%に相当する24,600m3を計画し，第12期実績（23,100m3/年）よりも６%増とする。伐採量の

人天別比率は，天然林が62%，人工林が38%である。収穫木の販売形態は素材または立木のいず

れかとする。素材生産は年平均丸太材積1,400m3を計画し（表２−２−17），そのための資材量（立

木伐採量）は年平均1,800m3とする。素材生産量の生産形態別比率は，直営生産が59%，請負生

産が41%である。直営生産は主に天然林第２作業級内で実施する。山火再生林作業級では請負に

よる素材生産を行う。同作業級における立木資材量が当該年度の請負生産予定量を超える場合は，

次年度の資材量に繰り越す。委託販売する広葉樹優良木は，直営または請負により素材生産を行

う。立木販売向けの年伐量は22,800m3を計画する。

過去５年間（2006（平成18）〜 2010（平成22）年度）の平均単価を用いて積算した今期（2011

（平成23）〜 2020（平成32）年度）の立木・素材販売収入は1,026,000,000円であり（表２−２−

17），年平均では第12期実績に比べて13％程度の減になる見込みである。しかし，北海道の木材
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価格はロシア材の輸入減等によって上昇傾向にある。また，間伐材の有効利用が進み，間伐材立

木単価も上昇していることから，今後の収益性を注視していく必要がある。

また，年度ごとの収穫量の変動を起因とする収入の不均衡は，優良広葉樹の委託販売量を調節

することによって均等化を図る。なお，ここでいう広葉樹優良木は，森林保全の観点から通常施

業の枠外として位置づけられており，この販売量調節によって森林が劣化することはないものと

思われる。

（ⅶ）育林

各年度における育林作業種別の計画面積を表２−２−15に示す。地拵えは年平均面積25.3haを

計画し，第12期実績（16.9ha/年）よりも50%増とする。実施時期は６月〜 ８月とする。重機に

より地拵えを行うため，実行箇所は面積のまとまりがある緩傾斜地を優先する。実行にあたって

は更新指令書を作成する。なお，天然林地がきは今期計画しないが，天然更新促進技術を確立す

るために試験的施業の実施に努める。

植栽は年平均面積26.2haを計画し，第12期実績（18.2ha/年）よりも44%増とする。実施時期は

９月〜 11月とし，地拵えと同じ年に実行する。植栽方法は作業級別に後述する。

下刈りは年平均面積113.9haを計画し，第12期実績（63.7ha/年）よりも79%増とする。実施時

期は６月〜 ８月とする。下刈り回数は植栽樹種によって異なり，トドマツ・エゾマツ類では植

栽後２ 〜 ６年目に年１回，カラマツ類では植栽後２ 〜 ４年目に年１回の実行を基本とする。下

刈りは原則として，植栽木の70％以上が林床植生高より10cm程度上回る樹高に到達する時点ま

で継続する。天然更新した有用広葉樹は積極的な保残を図る。

つる切り・除伐は年平均面積39.3haを計画し，第12期実績（25.1ha/年）よりも57%増とする。

下刈り終了後約10年が経過した時点で１回程度，つる切りと除伐を同時に行う。実施時期は10月

〜 11月とする。除伐では植栽木も対象とし，天然更新した有用広葉樹を積極的に保残・育成する。

植栽木の生育が良好な場合は，植栽木の成長を阻害しているもの，または将来的に阻害する可能

性のあるものを除伐する。植栽木の生育が不良な場合には有用広葉樹を残す。植栽木の本数が確

保されていない孔状地では，自然に侵入した広葉樹を群状に残すなどの配慮をする。

枝打ちは今期計画しないが，アカエゾマツの若齢人工林を中心にできるだけ実行するように努

める。実施時期は成長停止期の９月〜 11月とし，つる切り・除伐後 ５年目に行う。枝打ち高は

地表から４m程度を基本とし，成長に大きく影響を及ぼさないように留意する。

間伐は年平均面積126ha，年平均材積9,400m3を計画する。間伐開始の林齢はトドマツ・エゾマ

ツ類が概ね35 〜 40年生以降，カラマツ類・広葉樹が25 〜 30年生以降とし，10年以下の間隔で繰

り返し行う。集材用重機の林内走行による残存木への損傷を抑えるため，初回および２回目の間

伐は伐り幅４m程度の列状間伐を基本とする。３回目以降は定性間伐を基本とする。間伐率は

40%（保安林内では35%）を上限とし，林分の状態や間伐木の販売可能性，風害リスクなどを総
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合的に考慮して決める。林分の状態は相対幹距を指標とし，20 〜 30%となるように間伐を行う。

また，別の指標として樹冠長率や収量比数の適用を検討する。間伐木の販売可能性は林分の平均

胸高直径を指標とし，14cm以上を基準とする。ただし，平均胸高直径が14cm未満であっても，

補助事業等の活用により間伐の早期実行に努める。

（ⅷ）育苗

針葉樹の苗木生産は年平均本数28,000本を計画する（表２−２−18）。樹種別ではエゾマツが

12,100本/年（43%）で最も多く，次いでトドマツ11,500本/年（41%），アカエゾマツ4,500本/年（16%）

である。また，試験研究等の急な需要に対応するため，広葉樹の苗木生産を年間1,000本程度の

小規模で継続する。

天然林内における遺伝子構成の撹乱を最小限とするため，苗木生産に供する種子は原則として

演習林内の健全木から採種する。ただし，カラマツ等自生種以外の樹種はこの限りでない。トド

マツはトドマツ老節布採種園〔1016〕から採種する。エゾマツは主に第２作業級の直営素材生産

で伐倒される立木から採種するが，将来的には今期に造成予定である採種園からの採種を図る。

アカエゾマツは既存の採種林（試験地No.4511）が近年衰退傾向にあるため，新たな採種林の設

定を検討する。いずれも採種期間は８月下旬〜 ９月中旬とし，気候の状況を見て適宜実施する。

採種は各樹種の豊作年に行う。毎年の豊凶状況をよく観察し，種子の不足が起こらないように計

画的な採種に努める。その他の樹種は，各々の利用目的を明確にした上で，各樹種の特性に応じ

た適切な時期と方法で採種する。採種した母樹は樹高と胸高直径を測定し，GPSで位置座標を記

録する。針葉樹の種子はよく自然乾燥させてから精選を行い，種子貯蔵庫に保管する。事業用種

子の最大保管期間はトドマツが８年，エゾマツとアカエゾマツが５年程度とする。種子歩留まり

の向上のため，精選方法の改善に努める。

針葉樹３種は秋蒔きとする。発芽当年は特に各種病虫害，気象害の予防，灌水等に留意する。

発芽後に火山礫を散布し，諸病害の原因となる土袴を防ぐ。２年目には10cm四方で10 〜 15本程

表２−２−18．第13期教育研究計画・育苗計画（2011（平成23）〜 2020（平成32）年度）
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度になるよう間引きを行う。根雪前には播種床に冬囲いを設置し，雪圧を緩和して苗木の倒伏に

よる雪腐病の発生を抑える。得苗率向上のため，播種床における管理方法の改善に努める。発芽

後３年目には床替えを実施する。床替えの時期は冬芽が開葉する頃までとし，気候条件により前

後するが概ね４月下旬から５月下旬の間に完了する。床替え床では幅1.1m，長さ150mの１畝当

たり4,200 〜 5,000本の苗木生産を目指し，床替え後の得苗率を70 〜 80%として１畝当たり6,000

本の床替えを行う。このため，各苗齢につき５ 〜 ７畝を用いる。床替え床における発芽後５ 〜

６年目の苗は４ 〜 ５月に直根切り，６ 〜 ８月に側根切りを行い，根系の発達を促すとともに徒

長を防ぐ。また，発芽後４年目の苗も徒長が多くみられれば直根切りを行う。苗の山出し時期は

３種とも発芽後６年目の９ 〜 11月を基本とする。播種床と同様に病虫害・気象害の予防に努め

る。苗畑作業全般においてより効率よく仕事が進められるよう，機械化等を検討する。

（ⅸ）森林保護

森林・林木に被害をもたらす各種の病虫獣害や気象害への対応として，以下の事項に取り組む。

《被害発見体制の構築》

病虫獣害，気象害を早期に発見し，その発生状況を的確に把握する。このため，各係において

担当施業区域を中心に定期的に巡林を行い，被害の有無や，被害を確認した場合には被害の原因，

様態，規模等を速やかに種苗造林係に連絡する。詳細な調査が必要な場合には，追って試験係が

中心となり，各係の協力のもとで調査を行い，対応について検討する。このような巡林活動を通

じて，各々の森林被害に対して都度個別に対処するとともに，森林被害に係る基礎的資料の集積

を図り，将来の防除活動の参考とする。

《山火事》

毎年４月から６月にかけて監視と啓発よりなる予消防活動を実施する。監視は，温湿度と風力

の観測・記録と消防への異常乾燥注意報の発令依頼，巡視を行う。啓発は，幟の設置とともに近

隣住民への注意喚起を行う。併せて，山火発生時の連絡・通報体制，自衛消防隊の組織・召集・

活動，消火器具の点検・操法について毎年確認を行う。

《野ネズミ》

野鼠発生予察調査を毎年春と秋の２回，捕獲法により実施し，野鼠類の個体数を把握する。林

木に被害を与えるエゾヤチネズミの個体群密度の情報から，人工林への毒餌散布など防除作業の

実施および規模を判断する。散布にあたっては環境への影響を十分配慮し，散布量を最小限に留

めて実効があるようにするとともに，日時，場所，散布量など必要事項を記録し管理する。

《エゾシカ》

生息密度調査を定期的に実施し，個体群を維持しつつ森林や周辺農地において被害が顕在化し

ない適正な個体数について考究する。地元関係諸団体とも連絡を密にし，生息や被害に関する情

報の共有を図る。林内の有害獣駆除については，個体数，農作物被害，林木被害の状況を総合的
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に考慮して実施する。猟期内の狩猟については，個体数管理と林内作業の安全面から入林範囲を

限定する。過去に積雪量や狩猟圧によってエゾシカの絶滅が危惧されるまでに急激な個体数の減

少をきたした事例があることから，個体数の抑制は慎重に行う。

《病虫害》

造林地や一斉林で発生する病虫害については，近年では致命的な被害の発生は認められていな

いことから，今期においては特段の防除活動は計画しない。専ら被害実態の把握と記録に努め，

将来への参考資料の蓄積を図る。

天然林において注意を要する病虫害として，ヤツバキクイムシによるエゾマツ等の青変病被害

が挙げられる。伐区の隣接地は３ 〜 ５年間伐区としない，土場の作設に当たってはエゾマツの

少ない場所を選定し，土場とその周辺にはエゾマツが残存しないようにする，林地の残材・枝条

の整理を確実に行う，などの育林的予防を心がける。大発生時には，被害木の伐倒搬出やフェロ

モントラップの設置などの駆除措置により，早期の終息を図る。

（ⅹ）森林生態系の保全

本計画では，制限林の１つとして生態系保全林の区分を新たに設け，林業経営や国土保全の観

点から施業を行うのに不適当な箇所という消極的な位置づけだけではなく，脆弱な生態系の保護

区域として位置づけ，その積極的な保全を図る。したがって，生態系保全林内における重機の通

過や作業道作設のための掘削，岩石の移動などは，事前に植生調査を行って希少種の存在の有無

等を確認するように努める。また，必要に応じて移植や標本化など適切な対策をとる。

林分施業法による森林管理では，自然植生に近い状態で多くの種による幅広い径級階の林分構

造を維持しようとするため，動物種の多様性を維持する観点からも適した方法である。今後も野

生動物の基礎的研究を行いながら，森林管理を適切に行っていく。枯損木・空洞木は野生動物に

とっては餌資源や隠れ家として重要なことから，周辺の環境や安全を阻害しない範囲で保全する

ように努める。

絶滅が心配される種のうち，ナキウサギは2007（平成19）年度の調査により大麓山山頂付近で

の生息が確認された。生息地は保存林内にあり施業は行わない。猛禽類やクマゲラの生息地保護

として，営巣木を中心に樹高相当の範囲内では収穫を行わない。シマフクロウは道東の限られた

地域にしか分布しないとされているが，当演習林内でも自然河川の保全による餌資源（魚類）の

確保や営巣木となる河川沿いの大径の空洞木（内径60cm以上）の保存など，生息環境を整える

ことで分布域の拡大に寄与していく。

また，2005（平成17）年６月に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する法律（外来生物法）」に基づき，外来生物が本来の森林生態系を乱さないよう，その動向

には細心の注意を払うこととする。

（ｄ）天然林第１作業級における施業実験
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（ⅰ）回帰年・施業区

回帰年は第12期と同じく15年とする。回帰年ごとに巡回しながら持続可能な森林経営の実現を

図る単位区画として，第１・第２の２つの施業区を設定する。さらに，回帰年に合わせて各施業

区を15の伐採列区に区画する（図２−２−９）。第12期における回帰年延長（10年→15年）の効

果を今期末の時点で評価・検証し，次期の計画では回帰年のあり方を再度検討する。

（ⅱ）収穫・育林

収穫に関しては，年平均伐採面積408ha，平均年伐量17,400m3を計画する（表２−２−11，表

２−２−19）。林種別では，針葉樹択伐林（更新不良林分を含む）と人工林の年伐量がそれぞれ

50%と35%を占める。広葉樹択伐林と山火再生林の一部でも伐採を計画する。また，疎生林と風

害林における更新補助作業の実行に伴い，更新面の伐採を計画する。育林に関しては，疎生林と

風害林を対象として年平均更新面積7.2haを計画する（表２−２−11，表２−２−20）。

（ⅲ）施業方針

択伐林では原則として単木択伐により収穫を行う。針葉樹択伐林の伐採率は16%とし，回帰年

と成長率から算出される上限伐採率（25.6%）の約６割を収穫する。ただし，中・大径木の蓄積

が250m3/ha未満の林分では，資源の充実を図るため伐採率を13%（上限伐採率の約５割）に抑え

図２−２−９．第13期教育研究計画・天然林１・２作業級の施業区および伐採列区区分
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る。針葉樹択伐林（更新少）の伐採率は10%とし，上限伐採率（14.8%）の約７割を収穫する。

広葉樹択伐林では，材積・価値成長の増大という観点で施業を行わない方が有利と判断される林

分では今期の伐採を行わない。収穫を行う林分での伐採率は10%とし，上限伐採率（18.6%）の

約５割を収穫する。

本作業級の山火再生林は老節布地区のようにウダイカンバが優占する林分が少ないため，伐採

率を低め（10 〜 16%）に設定する。ミズナラが優占する山火再生林は全体として立木密度が高

いため，伐採率20％を上限として立木密度を調整する。なお，ミズナラは樹幹から不定芽が発生

しやすいことから十分に注意して選木を行う。

疎生林では，特に緩傾斜地を優先して更新補助作業を行う。更新面を拵えるため，林冠が疎開

した箇所を繋ぐように伐採率20%の伐採を行う。その際，優良中大径木や有用樹種の副木・小径

木はできるだけ保残する。更新面は林分面積全体の20%を基準とする。重機による地がき（地拵

え）と針葉樹の低密度植栽とを組み合わせて実行し，早期の針広混交林化を目指す。植栽密度は

800本/haを基準とし，保残した上木の樹冠下を除く更新面の約70%に苗間３mで植栽する。樹種

は主にトドマツとし，エゾマツ類を20%程度混植することを基本とし，各々の立地に適した樹種

や混交比率とする。地拵えの方法や植栽木の密度・樹種別比率を変えて行う試験的施業を一部に

取り入れ，低〜中標高域天然林における更新補助作業技術の開発に努める。有用樹種がほとんど

なく将来的に材積・価値成長が期待できない疎生林と風害林では，小面積皆伐による林分改良を

行う。重機による地拵えの後，針葉樹を1,200本/ha（苗間2.5m，更新面の75%）の密度で植栽する。

人工林では，針広混交複層林へ誘導し，将来的に針葉樹択伐林への編入を目標とした施業を行

う。原則として非皆伐とし，伐期齢は定めない。ただし，ストローブマツ人工林において林種転

換を図る場合はこの限りでない。本作業級では，回帰年に基づく通常の施業年と，施業年の中間

にあたる年にそれぞれ間伐を実施する。

若齢林と制限林では原則として施業を行わない。若齢林では天然更新した後継樹が成長して択

伐施業が可能な状態にまで回復するのを待つ。オンコ沢の入口に位置する小班（77林班ABC小班，

78林班A小班，82林班ABC小班）は，傾斜が急であり毎年春先に雪崩が頻発するため，全域を施

業困難林として施業は行わない。

（ｅ）天然林第２作業級における施業実験

（ⅰ）回帰年・施業区

回帰年は第12期と同じく20年とする。施業区も前期と同様に１つとする。回帰年に合わせて施

業区を20の伐採列区に区画する（図２−２−９）。

（ⅱ）収穫・育林

本作業級での収穫について，年平均伐採面積150ha，平均年伐量3,400m3を計画する（表２−２

−８，表２−２−19）。林種別では，針葉樹択伐林（更新不良林分を含む）の年伐量が95%を占
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める。広葉樹択伐林の一部でも伐採を計画する。また，疎生林，天然林地がき地，風害林におけ

る更新補助作業の実行に伴い，更新面の伐採を計画する。なお，本作業級の人工林は若齢であり

間伐時期に達していないため，人工林の伐採は計画しない。人工更新は疎生林，天然林地がき地，

風害林において年平均面積16.7haを計画する（表２−２−11，表２−２−20）。

（ⅲ）施業方針

択伐林では原則として単木択伐により収穫を行う。針葉樹択伐林の伐採率は17%とし，回帰年

と成長率から算出される上限伐採率（24.6%）の約７割を収穫する。ただし，中・大径木の蓄積

が250m3/ha未満の林分では，資源の充実を図るため伐採率を13%（上限伐採率の約５割）に抑え

る。針葉樹択伐林（更新少）の伐採率は10%とし，上限伐採率（16.6%）の約６割を収穫する。

全体としては成長旺盛なエゾマツ健全木の育成を重視し，樹群構成が明らかな林分については樹

群ごとに老齢過熟木，生理的衰退木が多いか否かで適否を判定する。本林分の成立領域の多くは

自然的立地条件が厳しい上に，風害による環境変化もあって林分の安定性を欠いているので，慎

重な取り扱いを行うものとする。広葉樹択伐林では，材積・価値成長の増大という観点で施業を

行わない方が有利と判断される林分では今期の伐採を行わない。収穫を行う林分では伐採率を

10%とするが，上限伐採率（8.7%）を上回るため，次回の施業までに枯死する可能性の高い個体

のみを収穫し，過伐とならないように留意する。ダケカンバの樹冠の枝枯れが進行した個体を中

心に単木択伐を実施する。

疎生林と風害林，天然林地がき地では，林冠が疎開している箇所を中心に更新補助作業を行う。

図２−２−10．第13期教育研究計画・山火再生林作業級・人工林作業級の伐採列区区分
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伐採率30%での伐採で更新面を拵えた後，重機による地がき（地拵え）と針葉樹の低密度植栽と

を組み合わせて実行し，早期の針広混交林化を目指す。植栽密度は1,200本/haを基準とし，更新

面の75%に苗間2.5mで植栽する。樹種は主にエゾマツ類とし，トドマツを30%程度混植すること

を基本とし，各々の立地に適した樹種や混交比率とする。地拵えの方法や植栽木の密度・樹種別

比率を変えて行う試験的施業を一部に取り入れ，中〜高標高域天然林における更新補助作業技術

の開発に努める。

人工林は第１作業級と同じく，針広混交複層林へ誘導し，将来的に針葉樹択伐林への編入を目

標とした保育施業を行う。1981（昭和56）年の風害跡地に植栽したアカエゾマツ若齢人工林の除

伐はできる限り実行するように努める。

若齢林，制限林は原則として施業を行わない。若齢林では天然更新した後継樹が成長して択伐

施業が可能な状態にまで回復するのを待つ。大麓山から幌見山にかけての尾根筋にあたる小班（９

林班B小班，11林班C小班，38林班AB小班，89林班AB小班，90林班D小班，92林班CD小班）は，

風衝地であり林道の整備も不十分なため，全域を施業困難林として施業は行わない。また，1981

（昭和56）年の風害地のうち，９林班A小班と11林班AB小班は復旧作業がすでに完了したため，

全域を施業困難林として当面は施業を行わない。

（ｆ）山火再生林作業級における施業実験

（ⅰ）回帰年・施業区

立木密度の調整を早急に進めるため，回帰年は第12期と同じ７年とし，７つの伐採列区に区画

する（図２−２−10）。

（ⅱ）収穫・育林

収穫は，標準年伐面積30ha，標準年伐量630m3を計画する（表２−２−11，表２−２−19）。

本作業級の素材生産は請負作業により行う。育林に関して実行面積は計画しないが，試験的に更

新補助作業を行う。

（ⅲ）施業方針

山火再生林作業級はウダイカンバが優占し，高品質広葉樹大径材の生産を目標とした施業を行

う。前回施業では実際の伐採率が20%を超えた箇所はほとんどなかったことを考慮し，本計画で

は第12期よりも伐採率を下げて16％とする。ウダイカンバの最終的な立木密度は30本/haを目標

とする。ウダイカンバの立木本数が30本/haを下回る箇所では立木密度の調整が不要なため伐採

を行わない。なお，実際の伐採率は林況調査の結果をふまえて適宜判断する。

ウダイカンバの優占林分では埋土種子による更新の可能性もあるため，地がきによる天然更新

の促進施業を試験的に実行する。再生林は一般の天然林に比べて周囲に存在する樹種数が少ない

ため，林分の改良を繰り返して行い，将来的に多様度の高い複層林へと誘導していく。ウダイカ

ンバの優良木育成に適した立地では，ウダイカンバ林分の持続的経営を目標とした更新促進施業
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も実行する。

なお，本計画期間中ではないが，７年回帰施業の４巡目が終了する2019（平成31）年以降は，

目標とする立木密度に達した林小班が出てくる可能性が高い。そこで，５巡目（2020（平成32）

〜 2026（平成38）年）は密度調整が必要な林小班を複数年度に分割して実施し，収穫年次計画

を再編成して毎年一定量のウダイカンバ出材量を確保する。また，５巡目には小面積の更新補助

作業を組み込んだ施業計画を立案する。その準備として，2019（平成31）年までに更新方法の確

立を図る。６巡目以降（2027（平成39）年〜）は，本数調整伐採は行わず，成長が衰え始めた個

体を銘木市売り用に収穫する。更新補助作業も順次行う。

（ｇ）人工林作業級における施業実験

（ⅰ）回帰年・施業区

回帰年は第12期と同じ10年とし，10の伐採列区に区画する（図２−２−10）。

（ⅱ）収穫・育林

収穫は，標準年伐面積52ha，標準年伐量3,200m3を計画する（表２−２−11，表２−２−19）。

また，地拵え・植栽は年平均面積2.3haを計画する（表２−２−21）。

（ⅲ）施業方針

人工林作業級は各種針葉樹の一斉林であり，針葉樹人工林材の生産を目標とした施業を行う。

老節布地区にある人工林のうち，1950年代以前の植栽林分は伐採率16%の定性間伐，1960年代以

降の植栽林分は25 〜 33%の列状間伐を基本とする。カラマツ，エゾマツ，アカエゾマツの高齢

級人工林は長伐期施業により大径材生産を目標とする。トドマツ人工林は長伐期施業に不向きの

ため，各林分の地位や地形条件に応じて生産目標を判断する。ストローブマツなど外来樹種の人

工林は他樹種への林種転換を進める。不成績となっている人工林のうち，地形が緩やかな箇所を

表２−２−21．第13期教育研究計画・カラマツ人工林造成計画（2011（平成23）〜 2020（平成32）年度）
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対象にカラマツ人工林を造成し，人工林の短伐期施業を試験的に実施する。植栽する苗木の品種

や植栽密度は周辺民有林の経営課題を考慮して決定する。カラマツの苗木は演習林外から購入す

る。

砂金沢流域のヨーロッパトウヒ人工林は伐採率10 〜 16％の定性間伐を行う。林齢が平均約95

年と高齢級で立木密度の低い箇所もあるため，伐採率は林分の状況に応じて調整する。間伐では，

折損やヤニのある木，着葉量の少ない木，被圧木などを中心に選木する。全体としては自然に侵

入した広葉樹の生育を促し，将来的に針広混交林へと誘導していくが，植栽木の形質・成長とも

良い箇所では楽器用材など高品質大径材の生産も同時に目指す。

（ｈ）広葉樹優良木作業級における施業実験

（ⅰ）回帰年と施業区画

回帰年は定めない。他作業級における施業実施年度にあわせて同一区域で調査・収穫するため，

施業区は設けない。

（ⅱ）収穫・育林

委託販売向けの広葉樹優良木は平均年伐量100m3を計画する。収穫は直営または請負により実

行する。ウィスキー樽向けのミズナラ優良木は枯損や材質の劣化，集材効率を考慮して年間約10

本（約60 〜 70 m3）を収穫対象とし，立木販売する。

（ⅲ）施業方針

《登録個体》

優良木の単木管理によって資源量を把握する。用材として価値が高いことを優良木の条件とす

る。樹種はヤチダモ，ウダイカンバ，ミズナラ，ハリギリ，ニレ類，カツラ，シナ類，キハダ，

アサダ，シウリザクラ，イタヤ類等とし，胸高直径40cm以上，枝下高が４ｍ以上（根張りを除く）

あり，材長4.0m以上が採材可能な個体を対象とする。形質は，通直正円で曲がり，ねじれ，節，

葉節，腐れ等の欠点がないこととする。これらの条件を満たした個体の形質等を調査した上で，

個体登録を行う。形質調査としては，胸高直径，枝下高，樹高（推定値）など基本的な個体サイ

ズに関する調査のほか，周囲の立地環境や生育状況なども詳細に記載する。登録個体の位置が特

定できるように，GPSで測位して施業図面上に記録する。なお，個体は林班ごとに通し番号をつ

けて管理する。

登録木については個体ごとに観察を継続して保存管理するとともに，適期に収穫する。これら

の個体は収穫時期に達した段階で銘木市等において高品質材として販売するとともに，優良遺伝

子資源としても利用する。また，文化財用材の供給源としての役割も担う。なお，登録された個

体以外の広葉樹優良木もまた収穫対象とする。次世代種苗の育成や天然林への補植を行うため，

必要に応じて登録木から種子を採種する。

《ミズナラ優良木》
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ミズナラ優良木に関しては，森林生態学上の樹種特性に限らず，採材や流通の特性を考慮した

高品質材の持続的生産に主眼をおく。通常施業とは独立して収穫規整を行い，ミズナラ資源の持

続性を確保する。

山火再生林内のミズナラ林分では，胸高直径30cm未満については60 〜 70年で20 〜 30cm未満

の成長，すなわち0.3cm/年程度である。一方，天然林内の直径70cmを超えるものについては，

この半分の成長（60年で10cm程度）と見なせる。しかし，これらの間に位置する40 〜 50cmの

天然木が少ないため，大径木の収穫を慎重に行って持続性を確保する。

ウィスキー樽材としての収穫対象は70cm階および80cm階の４P 〜 ９P級とする（Pは長さ１m

の樽材の玉数）。枝下高10P級以上の良木は直径階にかかわらず収穫対象とせずに保存する。また，

今期は直径90cm以上の立木も収穫対象としない。60年経過後に玉数級は不変で直径階が１階級

（10cm）進界すると仮定し，70 〜 90cm階で４P 〜 ９P級の立木本数が維持されるように収穫する。

（３）特定試験林の管理

特定試験林にはその目的に応じて次の４種をおく。１．天然林試験林，２．人工林試験林，３．

育種・遺伝資源試験林，４．保存林・保護区。さらに，各試験林の中に特定の課題に応じた一群

の試験地等をおく。その詳細は下記の通りである。また，表２−２−22に特定試験林の総括と内

訳を示す。本計画では，第12期計画までの「特別試験林」の呼称を「特定試験林」に変更すると

ともに，林種や内訳の整理と再編を行った。また，試験地名称の変更を適宜行った。

管理に関しては，期中に１回は見回りか測定，または間伐等を行うこととし，その際に各区画

の標識杭（隅杭）・看板を整備し，胸高測定部位の印がある場合にはその印を付け直すなどする。

資料や測定結果を過去に遡って電子化するとともに，原簿・図面を整備する。目的を終了した特

定試験林は総合試験林に編入する。表２−２−22に各試験林の測定実行年を併せて示す。

（ａ）天然林試験林

天然林の構造と動態を長期にわたって記録し，天然林施業のための基礎的資料を得ることを目

的とする。

（ⅰ）大面積長期生態系プロット

自然状態の汎針広混交林における森林動態を把握することを目的として，山腹の前山保存林内

（145区画36.25ha）と渓畔の岩魚沢保存林内（75区画18.75ha）の２箇所に，十分な面積的広がり

と個体数・現存量を含む大面積プロットを設置している。森林生態系に影響する稀な事象をとら

えるためにも長期継続調査を行う。

本試験地では10年おきに定期測定を行うが，各プロットの一部（前山40区画10.00ha，岩魚沢

27区画6.75ha）では５年おきに行う。胸高直径5.0 cm以上の全立木にステンレス製の番号札を付

け，樹種，胸高直径，立木の形質・品等を記録する。枯損木についても毎木調査し，併せて枯損
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき



142 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林

表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき
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表２−２−22．特定試験林の総括と内訳　つづき

量の検定と管理上の点検を行う。測定データから個体の成長，枯死，倒伏，新規加入の状況を把

握する。また，両プロットの５年おきに測定を行う全区画で，今期中に立木位置の測量を行う。

なお，第12期より岩魚沢プロットの一部16区画４haに隣接する総合試験林内に，樹木の遺伝

子流動の実態を明らかにすることを目的として26区画6.5haのプロットを設けている。本拡張区

画については岩魚沢プロットには含めないものの，岩魚沢プロットの付属プロットとして施業の

対象外（制限林：生態系保全林）とする。

（ⅱ）森林衰退観察試験地

地球規模の気候変動や酸性降下物などの影響による大規模な森林衰退が生じているか否かを検

証することを目的に，1990（平成２）〜 1992（平成４）年に前山保存林とその周辺域に48本の

観察木（トドマツ20本，エゾマツ28本）と９箇所の固定調査区を設定した。固定調査区のうちの

４箇所は前山大面積長期生態系プロットの一部である。樹木の健全度について定期観察を行うこ

ととなっていたが，第11期以降は観察が行われていない。今期は観察木や調査区の踏査と確認を

行い，試験地として継続するか否かについて検討する。

（ⅲ）風害試験地

1981（昭和56）年に発生した台風15号による森林被害の実態と，その後の森林回復過程を解明

することを目的とする。被害を受けた標高320 〜 780mの天然林内の８箇所に風害時の倒木を搬

出しない無処理の箇所と，倒木の搬出のみを行った箇所とを選び試験地とした。これまでに，激

害区で風害後に光条件が好転したことによってトドマツ・エゾマツの前生稚樹が良好な生育を始

めたこと，前生樹よりも広葉樹の更新特性の多様さが風害後の森林回復に大きく寄与することが

明らかになっている。

今期は2014（平成26）年に各試験地の林況調査を行い，風害発生後30年を経過した森林の回復

実態を把握する。また，広葉樹根返り木からの萌芽再生状況と根返り木マウンド上に発生した実

生稚樹の生育状況を調査する。

（ⅳ）天然林施業試験地

天然林の施業過程における林分の量的・質的推移を記録することを目的とする。測定データか

ら林分蓄積や伐採量，枯損量等を把握し，森林生態系の動態解明や林分構造と生産力の定量化，
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林分推移の予測と施業法の究明に向けた解析を行う。また，総合試験林における成長率査定の根

拠となるデータを提供する。本試験地は2011（平成23）年４月現在で95箇所（第１作業級区域内

に60箇所，第２作業級区域内に24箇所，再生林作業級区域内に11箇所，またこれらのうち保存林

内に25箇所）に設置している。今期中の2011（平成23）年に平沢保存林（9002−２）内の試験地

5158を2.00 haに拡張する。

本試験地では５年おきに定期測定を行う。胸高直径5.0 cm以上の全立木にステンレス製の番号

札を付け，樹種，胸高直径，立木の形質・品等を記録する。併せて，枯損量の検定と管理上の点

検を行う。また，施業後には伐採木と支障木について検定作業を行う。今期中には加えて，全試

験地で立木位置の測量を行う。

（ⅴ）天然更新試験地

樹木の更新動態を明らかにし，各種の天然更新促進技術を確立するための基礎資料とすること

を目的とする。本計画では各試験地に新たに名称を付した。

1980（昭和55）年に針広混交天然林内の420 〜 760mの標高域に設定した12箇所の地がき試験

地5501 〜 5512では，各標高域における大型機械による地がき後の樹木種の更新動態を解明する

ことを目的とする．これまで更新状況を生理・生態的な観点から調査してきており，2005（平成

17）年の最新の測定結果から全ての試験地で15,000本/ha以上の更新が認められ，標高によって

更新種の構成の異なることが明らかとなっている。今期は2015（平成27）年に測定を行い，経過

を記録する。

山火事跡ウダイカンバ再生林のバックホウ地がき試験地5521と5524は，ウダイカンバ等有用広

葉樹の更新可能性を探ることを目的とする。いずれも再生林を小面積で皆伐後に，バックホウを

用いて地ごしらえを行った。試験地5521では2015（平成27）年に更新調査を行って終了する。シ

カ柵設置区を設けた試験地5516では，更新に及ぼすエゾシカの影響を明らかにするため，実生の

発生を設定７年目の2014（平成26）年まで毎年調査し，以降は５年ごとに調査を行う。

ストローブマツ人工林のモザイク状皆伐試験地5522は，人工林の針広混交天然林への早期誘導

の可能性を検証することを目的として，人工林の一部をモザイク状に皆伐した。その後，レーキ

ドーザを用いた地がきを行った区と行わなかった区を設けている。設定から10年後の2015（平成

27）年までは毎年更新調査を行い，以後は５年ごとに定期調査を行う。

2006（平成18）年に広葉樹林の皆伐跡地に設定した萌芽試験地5523は，広葉樹のもつ高い萌芽

力に注目し，この特性を生かした萌芽更新施業を行う上での基礎資料とすることを目的とする。

シナノキ類が優占する広葉樹林において伐採前後の萌芽シュートの発生状況を調査しており，今

期は2011（平成23）年と2016（平成28）年に行う。

また，エゾマツが優占する奥地林で，小面積孔状地（林冠ギャップ）の解消を目的として2006

（平成18）〜 2009（平成21）年に帯状皆伐を実行し，その後天然更新を促進するための地がきと
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低密度人工植栽を行っている。この帯状皆伐の跡地に，天然更新状況と植栽木の生存・成長を追

跡し，地がきと低密度植栽の組合せ，および帯状皆伐の有効性を検証するための試験地を新たに

設定する。

（ⅵ）風害復旧試験地

1981（昭和56）年風害地の復旧作業として，植え付けによる人工更新，天然下種更新を期待し

た地がき，地がき地内への人工播種が行われた。これら復旧作業地内における植栽木の成長や更

新状況を解明することを目的に，各標高域に計74箇所の試験地を設定した。これらの多くは設定

以降に調査や測定がほとんど行われていないため，今期では2013（平成25）〜 2014（平成26）

年にすべての試験地を踏査し，可能な限り測定を行うとともに今後の規模縮小も検討する。

（ｂ）人工林試験林

人工林施業のための基礎的資料を得ることを目的とする。

（ⅰ）生育比較試験地

造林樹種のさまざまな立地への適応性や，外来樹種の現地適応性を明らかにすることを目的に

設定されたもので，所期の目的は達成しているものの，林分単位の植栽例として資料的価値を有

するため，引き続き生育比較試験地として生育経過を観察する。周囲の総合試験林の計画に準じ

て間伐を行い，間伐前に樹高と胸高直径を毎木測定する。標高による樹種ごとの環境適応の違い

が顕著な４箇所の寒冷地適応試験地3020 〜 3023では，2018（平成30）年に樹高と胸高直径を測

定し，以降も10年間隔で測定を行う。

（ⅱ）立木密度試験地

植栽密度の違いによる林分の生産構造の解明を目的とする。1950 〜 60年代に植栽設定された

もので，現在，トドマツ，ストローブマツ，シラカンバの３樹種について計５箇所の試験地を継

続している。過密な植栽設計が多いことから，今後の取り扱いについて今期に慎重に検討する。

周囲の総合試験林における施業の前年に，樹高と胸高直径を測定する。

（ⅲ）混植試験地

樹種混交の適否ならびに混植施業法の確立を図ることを目的とする。カラマツとトドマツの混

植試験地3011は大規模な混植二段林試験地で，2008（平成20）年に２反復の１つに間伐を行って

密度条件を変えた。今期は2018（平成30）年に樹高と胸高直径を測定する。その他のシラカンバ，

チョウセンカラマツ，ストローブマツの混植地３箇所は，これらの樹種に将来の造林需要が見込

めないため，今後の取扱いについて廃止も含めて今期に検討する。

（ⅳ）学術参考林

高齢級人工林や広葉樹人工林で，学術的な資料価値の高い11箇所に設定している。本計画では

学術的価値を明確にするため名称を見直した。今後も生育状況を調査するとともに，適宜間伐を

実施して密度を調整する。
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（ⅴ）広葉樹林造成試験地

広葉樹造林における各種広葉樹の樹種特性を明らかにし，広葉樹林造成のための基礎資料を得

ることを目的とする。本計画では各試験地の試験目的を明確にするため名称を変更した。14箇所

のほとんどが1981（昭和56）年の風害跡地に設定した比較的新しい試験地である。高標高域に位

置する試験地で成績不良が目立ち，すでに消失した種も存在する。今期は全ての試験地を踏査し

て生育状況の概況を把握する。その上で，可能な限りの試験地について周囲の総合試験林の施業

前年に樹高と胸高直径を測定する。試験地として維持が困難なものは，今期の測定を行った上で

廃止する。

（ｃ）育種・遺伝資源試験林

主要樹種の生態遺伝特性を解明するとともに遺伝子資源を保存し，林木育種研究への応用を図

ることを目的とする。

（ⅰ）プラス木・保存木

優良遺伝子資源を保存するとともに育種素材として活用するため，1950年代以降に自生する天

然木や植栽木を対象として，通直性などの形質や樹高・直径成長が特に優れる個体をプラス木と

して，稀な巨大木や特殊形質木，生育分布の点から生態学的に価値の高い個体を保存木として，

選抜・登録してきた。現在，プラス木として針葉樹５種60本，広葉樹10種49本の合計109本が，

保存木として針葉樹６種96本，広葉樹22種170本の合計266本が登録されているが，現地での管理，

位置図を含めた台帳の管理，ともに不十分な状態である。今期は新たな選抜・登録は行わず，順

次，現況の確認とデータベースの整備充実を図る。

（ⅱ）生態遺伝特性試験地

いずれも標高や地域ごとの産地試験地で，表現型の変異を環境変異と遺伝変異とに分割するこ

とを目的とする。所期の試験目的を達成したものもあるが，由来の明確な遺伝子資源の体系的コ

レクションセットとして保存するとともに新たな研究材料とするため，生態遺伝特性試験地とし

て継続し，管理を行う。トドマツ標高別産地試験地（1010）は樹齢40年目の2013（平成25）年を

めどに樹高と胸高直径を測定する。他の試験地については林として維持するために適宜間伐を行

うが，間伐に際しては家系や系統が消失したり偏ったりしないよう留意し，間伐実行前に樹高と

胸高直径を測定する。アカエゾマツ（1067，1068），ヤチダモ（1069），カラマツ（1070）の各産

地試験地では，2012（平成24）年に樹高と根元径の測定を行う。

（ⅲ）育種系統試験地

当演習林では耐鼠性と成長に優れた造林木を作出するため，カラマツ属の交雑育種に古くから

取り組み，交雑に用いた原種や雑種の形質を明らかにすることを目的に多数の試験地を設置した。

初期成長や諸被害の評価といった当初の目的をすでに達成しているものもあるが，育種素材とし

て貴重であるだけでなく，造林木の材質等を評価する上で今後重要になってくるため，今期も継
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続してこれらの試験地を維持管理する。間伐を周囲の総合試験林の計画に準じて行うが，残存個

体数が少ない系統が消滅しないよう留意するとともに，間伐率などは林分としての成熟度を勘案

して決定する。間伐の際には各系統が明確になるよう杭・看板などの整備を行い，長期的な保存

に耐えうるようにする。今期は植栽後40年および50年にあたる年に樹高，胸高直径を測定する。

「スーパー雑種F1」の低密度植栽試験地（1071）については，2012（平成24）年に樹高と根元

径の測定を行う。

（ⅳ）採種園・採種林

育苗用種子の確保を目的として，トドマツ，シラカンバ，カラマツ雑種の３種について採種園

を造成し，アカエゾマツとグイマツの２種について採種林を設定している。トドマツ採種園（1016）

は構成クローン数が16と少ない上に採種位置が徐々に高くなっているため，間伐とともに採種園

産種苗の遺伝的多様性の向上を図るべく改良を計画する。前山保存林内の湿地林に設定している

アカエゾマツ採種林（4511）は，近年衰退が認められるため新たな採種林の設定を検討する。シ

ラカンバ（1015）とカラマツ雑種（1021）の採種園，およびグイマツの採種林（4507）について

は，現在育苗を行っておらず採種していないので，維持に努める。エゾマツは育苗技術の向上と

ともに奥地を中心に主要植栽樹種となりつつある。安定的な種子供給のため，遺伝的多様性の確

保に配慮しつつ，今期中に採種園を造成する。

（ⅴ）林木遺伝資源保存林

かつて採種林に設定していた経緯から，現在は用いていないものの育種・育苗上のストック

ヤードとする目的で，広く遺伝資源保存の観点から維持する。ただし，残存状況など現況の詳細

が必ずしも明らかでないことから，現況の評価に基づいて今後の取扱いについて廃止も視野に検

討する。今期は特に測定は行わず，人工林の試験地については周囲の総合試験林の計画に基づい

て間伐を行い，系統やクローンに偏りが生じないよう留意する。天然林の試験地（4515，4516，

4517）については，周囲の総合試験林の計画に基づいて施業を実行する。

（ⅵ）樹木園・見本林

樹木園には森林植物学・林木育種学の教育・研究資料として，国内外の低木を含む多数の樹木

種を展示植栽している。見本林は外来樹種を中心に北方系の代表的な樹種を林分単位で展示植栽

している。育種樹木園では主として種子起源の外来樹種の系統を林分単位で保存している。クロー

ン集植所では演習林および国の内外から選抜・導入された優良個体の接木クローンを集植・保存

している。今期も引き続き貴重な材料の保存に努め，15年間隔で樹高と胸高直径を測定する。

2006（平成18）〜 2009（平成21）年に最新の測定を行っており，今期は測定年に該当しない。

（ｄ）保存林・保護区

（ⅰ）保存林

原生林，または原生状態に近い森林を保存するため，前期を踏襲して16箇所に計42区域，約1,520 
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haの保存林を設定し，施業の対象外とする。保存林の位置を図２−２−11に示した。各標高域

の多様な環境に成立する代表的な林相の森林を設定している。

（ⅱ）特殊植物保護区

特殊な植物地帯を特殊植物保護区に設定し，特殊環境などに生育する貴重な植物群落とその周

辺環境を保護する。前期を踏襲して，布部風穴地帯のコケモモ群落，砂金沢風穴地帯のコケモモ・

イソツツジ群落，筑紫森山頂周辺のミヤマハンノキ・ミヤマビャクシン群落，岩屋周辺のエゾム

ラサキツツジ群落の４箇所，計約11 haを指定する。

（４）除地の管理

（ａ）林道・土場

今期当初の林道総延長は934km，林道密度は41m/haである。今期も第12期と同じ理由から林

道の新設は行わない。林道改良は556kmを計画する（表２−２−23）。また，施業対象区域内の

既設林道について路面・側溝・排水管の手入れなどメンテナンスを重点的に進める。このほかに

も，施業対象区域の経路や研究教育・各調査業務で利用する区間，主要林道における損傷や崩壊

箇所などの改良・補修は積極的に行う。また，林道の砂利敷き均しと草刈りについても請負での

実行を計画する。

図２−２−11．保存林の位置
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表２−２−23．第13期教育研究計画・林道改良計画（2011（平成23）〜 2020（平成32）年度）
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林道整備における基本的な考え方は以下のとおりである。

○既設林道のうち，森林保全・車両運行・路上作業上の安全を欠く林道は改良する

○ 森林経営管理システムの開発を前提として既設路網の安全性を高め，より集約的な施業体系

の確立を目指す

○ 立木評価および素材生産物の付加価値を高める作業体系を確立するための路網の整備を実行

する

○林種・地形・作業方法など現地の実情や実行形態に合わせ弾力的に路網を整備する

林道手入れは，安全性と生産性を有益に発揮できるよう路網の整備を行うが，河川・沢の水質

汚濁や森林生態系への配慮を怠らない。大きく自然環境を損なうおそれが予想される場合は，直

ちに作業方法の変更，もしくは中止の措置を講じる。

これまで行われてきた林道維持管理業務の歴史は長く，その間，さまざまな管理手法が採用さ

れてきた。現在の手法は多様な技術と知識が集約し，洗練され効率的である。しかし，その稼働

コストは原油価格の変動に左右されやすく，近年では価格高騰の影響を受けコスト増加の傾向が

見受けられる。また重機の損耗等による修理・整備費用も運用が多くなる程，また老朽化により

支出が多くなる。そこで，稼働時間を減らし長期的にコストを抑えるべく，高頻度の車道修繕を

必要としない新たな技術開発を図り，演習林独自の低コスト林道維持管理手法を検討していく。

また，技術者育成を図りながら，従来通り林道維持管理に関する高い技術を維持するとともに，

新たな林道維持管理技術の開発を検討し，現状のままでは構造等に不適当な林道において試験的

に導入する。

（ｂ）苗圃

「第３章第４節（２）（ｃ）（ⅷ）育苗」および「第３章第４節（３）（ｃ）（ⅵ）樹木園・見本林」

の項を参照。

（ｃ）建物敷

「第３章第５節（４）（ａ）施設」の項を参照。

（ｄ）雑地

「第３章第５節（４）（ｂ）土地」の項を参照。

第５節　管理運営体制

（１）教職員配置

2011（平成23）年４月からの10年間の教職員配置の計画は下記のとおりである。教員は４名，

技術職員は定員25名で事務職員は最大６名としている。

教育研究部門は，教育研究主任の下に森林生態分野，森林経営分野，森林生態系保全分野の３

分野を配置し，各分野の教育研究活動にあたる。
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事務部門は，主査のもとに庶務・会計・資産管理係の３係（セミナーハウス含む）の職員が配

置され，教育・研究ならびに維持管理に伴う事務を担当する。

技術部門は，技術系全体を統括する技術主任のもと企画調整・調査資料・種苗造林・生産販

売・土木生産（土木担当・生産担当）・調査第一・調査第二・樹木園の９係があり，職員25名を

配置する。企画調整係は学生実習や見学案内の受け入れと解説業務を教員と分担して行う。また，

林分成長量の把握や立地環境の評価のため，天然林施業試験地，天然更新試験地などの設定・測

定および維持管理，気象観測を担当する。調査資料係は資源管理のため森林の現状把握に関する

業務を総括し，現存量調査の企画・指導，空中写真・施業図・地形図等地理情報の管理，天然林

の許容伐採量の計算，伐採方法の指示・調整，森林調査簿の整理，保護樹・保護木の選抜・管理，

地域森林計画等への申請・報告を担当する。種苗造林係は育林技術開発および森林の維持，施業

に欠くことのできない後継樹の育成に当たる。苗木の植付け，地拵え（植え付け前の処理），天

然更新補助作業，下刈作業，つる切り・除伐，間伐作業の企画・指導，山火事予防対策，人工造

林試験地の成長量測定，造林台帳の整備ならびに人工造林および天然更新技術開発のための保育

作業の実行，保育予定地の現況把握，野鼠対策を行う。生産販売係は木材利用技術開発，施業実

験に伴って生産される林産物の流通・木材加工に関する情報収集および木材の材積・品等に関す

る調査を行う。土木生産係（土木担当）は林道管理技術と森林土木技術の開発に当たり，道路の

踏査，維持管理と量水堰の維持管理を担当する。土木生産係（生産担当）は木材生産技術開発の

ため直営素材（丸太）生産を行い，施業実験における林業機械，作業工程の調査資料を収集する。

また天然林第２作業級での施業データ収集も行う。調査第一係と調査第二係は主に天然林第１作

業級において天然林施業の実験経過に関する資料収集のため施業区域の区分，施業図の作成，現

存量調査，収穫調査の実行，伐採監護（立木販売木の買受人に対する伐採指導），優良広葉樹の

現況確認を担当する。樹木園では遺伝子資源の保全と利用に関する研究のため北方系樹種・系統

の収集保存を行う見本林の管理，苗木生産のための種子採取と苗圃の管理を行う。また，フェノ

ロジー調査も担当する。上記は，現在の管理運営体制であるが，これに加えて第３章第１節で掲

げた研究テーマを推進するために，関係係および横断的組織で対応する。

（２）各種委員会・WG

（ａ）環境安全委員会

本委員会は，北海道演習林内における環境安全推進のために設置されている。日常業務におけ

る作業環境，安全管理，薬品管理，交通安全対策，利用者の安全管理について，教育研究安全衛

生マネジメントシステムによるリスク管理と災害防止，東京大学薬品管理システム（UTCRIS）

を用いた薬品･農薬の管理，災害･ヒヤリハット報告の分析と対策立案，各種講習研修実施，作業

資格取得の推進，安全装備･被服の検討を行う。これにより健康的で安全な職場環境の実現に努
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める。

環境安全委員会は，委員長のもとに，上記の議題に関連した課題を検討するために月一度開催

するほか，環境安全講習を実施し，全職員に対して環境安全委員会名でさまざまな注意喚起（ヒ

ヤリハットに基づく対策，熊の出没情報，雪崩・落雪の危険情報，農薬散布の事前周知，講習会

案内，他地方演習林での災害発生報告の情報共有，地域で実施される無料検診の案内）を行う。

（ｂ）広報委員会

本委員会は，北海道演習林として外部へ発信する情報を総括することを目的に，2010（平成

22）年10月に発足した。ウェブページ，森林資料館，樹木園見本林，対外的行事，演習林広報情

報委員会広報担当業務等を通じて行う情報発信の企画と戦略作成を担い，発信する情報内容の確

認と情報発信手段の管理を行う。本計画期間には，前述の教育計画および社会連携計画を踏まえ，

特に社会・生涯教育上および地域貢献上の目標達成に寄与すべく，ウェブページ，森林資料館，

樹木園見本林，対外的行事の整備・充実等に努める。

（ｃ）ネットワーク委員会

当委員会は，北海道演習林内におけるネットワークおよびコンピュータ環境の整備と管理を統

括する目的で設置されている。ハードウェアおよびソフトウェア整備計画の策定と執行，ネット

ワークおよびサーバーの保守と管理を行う。本計画期間には，演習林教職員による円滑な業務の

遂行に寄与するとともに，外部利用者の便宜を図るべく，ネットワークおよびコンピュータ環境

の整備・充実等に努める。

（３）重機・車両整備/更新

現在，北海道演習林には車両18台，重機14台，スノーモビル21台が配備されている。使用年数・

走行距離・使用時間等を考慮し計画的に更新を図る。また，費用対効果を考慮し，台数の削減と

効率的な運用を実施する。とくに重機は購入，維持に多額の経費を要するため，既存の複数機種

の用途を１台で多用途に使用できる機種の導入やリースによる経費削減も検討する。

（４）施設・用地管理

（ａ）施設

施設については，2009（平成21）年度に山部事務所の耐震工事が行われた。また，2010（平成

22）年度には農学部安全衛生管理経費により不要となっていた東山作業所構内の資料格納庫およ

び倉庫を解体撤去した。今後も必要に応じて，安全衛生管理のため不要建物の撤去等を行ってい

く。麓郷地区の利用者用宿泊施設　セミナーハウスは旧職員宿舎を改修して使用しているもので

あり老朽化が進んでいるため，概算要求等により新営を要求していく。

（ｂ）土地
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土地については，教育研究のために設置された森林と管理施設用地からなり，学内外のさまざ

まな教育研究利用に対応すべく適切に管理している。特に森林については河川改修工事，道路拡

幅工事などの公共性が高く，試験研究に支障がない場合に限り，必要最小限の部分について譲渡

の手続を行う。これ以外の土地についても公共性が高く，教育研究に支障がない場合に限り，関

係機関と協議して許可申請手続を行う。

（ⅰ）河川改修

演習林内の河川は，一級河川は北海道が管理し，普通河川は富良野市が管理している。河幅狭

隘のため増水期にはたびたび氾濫し流域一帯の農耕地に多大な被害を与えている。

このため西達布川については，流域住民から富良野市を通じ北海道旭川土木現業所富良野出張

所に要請があり，自然河床をできるだけ残すことを条件とし河川改修工事を実施してきた。この

うち上流部 4.6kmについては2008（平成20）年度までに工事が完了し，国土交通省へ所管換した。

なお下流部の一部 1.7kmについては現在改修工事中である。

（ⅱ）道路整備

道道麓郷山部停車場線道路拡幅および歩道新設工事は，交通量の増大による危険回避のためと，

路盤が薄く凍上により路面損傷が生じることから，路盤を厚くする改良工事が行われ，道路構造

令により車道幅を６mに拡幅し，3.5m幅で歩道が新設される。工事完了後売払予定である。

（ⅲ）水源地の貸付

富良野市に布部・麓郷・東山・西達布・老節布地域住民の飲料水取水施設用地9,895.37m2を，

富良野地区消防組合に防火水槽設置用地108.28m2を使用貸借契約している。

（ⅳ）電線敷地等

北海道電力株式会社に電柱敷地557.60 m2，高圧送電線路線下敷地 10,022.58 m2，高圧送電線電

柱敷地 96.90 m2，東日本電信電話株式会社に電柱敷地217.05 m2, 札幌管区気象台に気象観測施設

設置用地 30.00 m2，日本放送協会旭川放送局にテレビ中継放送所用地1,461.23 m2，富良野市にテ

レビ中継放送所用地572.77 m2，東山テレビ共同受信組合に東山テレビ共同受信施設用地25.00 

m2，ふらの農業協同組合に防鹿フェンス敷地3,441.34 m2，㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモにＮＴＴ

ドコモ携帯基地局敷地225.00 m2を賃貸借契約している。

また，北海道開発局旭川開発建設部に国営かんがい排水事業東郷地区用地 27,655.73 m2，国営

土地改良事業水位観測施設用地 12.00m2，空知川右岸地区土地改良施設用地15,001.56 m2，北海道

開発建設部石狩川開発建設部に雨量観測所用地 25.00 m2，北海道大学にGPS観測点施設用地1.00 

m2を使用貸借契約している。

（ⅴ）境界の維持・管理

土地境界の管理については1935（昭和10）年頃に境界測量を行い，1950（昭和25）〜 1964（昭

和39）年頃に農地解放，林地の緊急開拓に伴う農地周辺の測量が実施された。当時の測量精度が
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劣っていたことと，一部境界標識の亡失や破損があり，1982（昭和57）年頃より境界確定測量を

実施し，現在，およそ38km（全体の35%）の境界が確定している。財産管理上，残りの土地境

界を早急に検定測量する必要がある。また，2012（平成24）年度より富良野市により市内の地籍

調査事業が実施される予定である。本事業は約30年間にわたり適正な土地管理を目的として，主

として農地の境界確定測量を行うものである。ほとんどの本学所有地が農地と隣接していること

から，本事業により境界の確定が更に進むことが期待される。

これと同時に今後とも境界巡検を定期的に行い，境界の管理を適切に行う。

結語

北海道演習林は，今後も林分施業法を堅持していくことに変わりはないが，経営効率化や成果

主義による制約条件にも柔軟に対応する形で新たな技術の導入や組織の自己変容を目指すもので

ある。さらに，一方で，グローバル経済による制約条件として木材市場の縮小と国内林産業界の

衰微の傾向により林業の低迷に先が見えない状況が続く中で，他方，気候変動をはじめとする環

境要因の変動により，森林生態系そのものの基盤が予測不能な不安定要因による影響を受け始め

ている。以上のような北海道演習林における自然環境や社会環境の変化に対応すべく，教育研究

課題を「汎針広混交林帯における森林生態系の持続的・順応的管理」として林分施業法をさらに

広範な対象に向き合う概念とした。

全演習林の次期教育研究計画のなかで北海道演習林の果たすべき中心的な役割として天然林施

業・収穫の維持・全演のPR機能が課題として挙げられ，全演習林の教育研究の方向性として３

つのキーワード「世界をリードする教育研究の森」「たしかな技術で調えられる森」「科学と社会

をつなぐ森」が掲げられた。また，次期試験研究計画策定WGの報告の中の次の４項目は，北海

道演習林と特にかかわりが深く，それを反映させている。

・地球的規模での森林資源の再生と活用技術の開発

・森林遺伝子資源の収集・保全と利用技術の確立

・森林環境モニタリングと野生動物管理システムの確立

・森林地域社会の活性化に関する研究

本教育研究計画は，編成主査芝野博文が第１章第１節（１）（現況のうち森林の概況）・第２章

第１節（基本方針　ただし，（１）の教育目標に関する記述をのぞく）・第３章第１節（３）（森

林生態系保全分野）・第３章第３節（社会連携）を，尾張敏章が，第１章第２節（総括のうち（４）

森林管理）・第３章第１節（２）（森林経営分野）・第３章第４節（森林管理　ただし（３）特定

試験林をのぞく）を，坂上大翼が第１章第２節（総括　ただし（４）森林管理をのぞく）・第２

章第１節（基本方針　（１）の教育目標に関する記述）・第３章第１節（１）（森林生態分野）・第
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３章第２節（教育）・第３章第４節（森林管理のうち（３）特定試験林の管理）を，大村栄が第

１章第１節（現況のうち（２）組織と資産）・第３章第５節（管理運営体制）を，犬飼浩が第１

章第２節（総括のうち（４）森林管理）・第３章第４節（森林管理　ただし（３）特定試験林を

のぞく）のうち各種の資料の作成の取りまとめや森林管理方針の策定にあたっての助言を担当し

た。第３章第５節（管理運営体制）の執筆に際しては５名の編成者がそれぞれに部分的に加わっ

ている。
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附表２−２−１．利用状況
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附表２−２−２．土地所有の沿革
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附表２−２−２．土地所有の沿革　つづき
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附表２−２−２．土地所有の沿革　つづき
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附表２−２−３．年度別伐採量（1906（明治39）〜 2010（平成22）年）
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附表２−２−３．年度別伐採量（1906（明治39）〜 2010（平成22）年）　つづき
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附表２−２−３．年度別伐採量（1906（明治39）〜 2010（平成22）年）　つづき
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附表２−２−４．年度別樹種別植栽面積表（齢級表）
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附表２−２−４．年度別樹種別植栽面積表（齢級表）　つづき
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附表２−２−４．年度別樹種別植栽面積表（齢級表）　つづき
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附表２−２−５．人工林樹種別面積蓄積表
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附表２−２−６．年度別林道作設調べ
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附表２−２−６．年度別林道作設調べ　つづき
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附表２−２−７．林道網調べ（2011（平成23）年4月1日現在）
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附表２−２−７．林道網調べ（2011（平成23）年4月1日現在）　つづき
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附表２−２−７．林道網調べ（2011（平成23）年4月1日現在）　つづき
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附表２−２−７．林道網調べ（2011（平成23）年4月1日現在）　つづき
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附図２−２−１．林種区分（第12期と第13期）
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